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平成２４年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（平成２４年３月９日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５７分 開議）

開 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則により、会議録署名議員に１番梶敏さん、７番谷秀 さんを指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

渡部議会事務局長。

○議会事務局長（渡部一幸君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は、全員の出席であります。

以上で報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

議案第１６号から議案第２１号まで

○議長（山崎数彦君） 日程第３ 議案第１６号より、日程第８ 議案第２１号までを一括議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。

森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） －登壇－

議案第１６号から議案第２１号までの各会計補正予算につきまして、一括御提案申し上げま
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す。なお、議案第２１号は市立病院事務長から御提案申し上げます。

それでは、議案第１６号の一般会計補正予算につきまして御提案申し上げます。

議案第１６号平成２３年度歌志内市一般会計補正予算（第７号）。

平成２３年度歌志内市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億４,３７４万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億８,９８６万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

（繰越明許費）。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）。

第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

４ページをお開き願います。

第２表、繰越明許費。

２款総務費３項戸籍住民基本台帳費、事業名外国人住民に係る住民基本台帳システム改修業

務、金額８１９万円。これは、外国住民に係る住民基本台帳システム改修における、仮住民票

の基準日が平成２４年５月に設定されたことから、事業の年度内での完了ができないため、予

算計上額の全額を繰越明許するものであります。

次に、第３表 地方債補正。

１、追加。

起債の目的、過疎地域自立促進特別事業、限度額６,４６０万円、これは、市町村の過疎計

画に定められたソフト事業を対象とした過疎債であり、本定例会において、条例の制定につい

て御提案いたしました過疎地域自立促進特別事業基金へ積み立てするものです。当市における

充当事業としましては、代替輸送バス運行経費を想定しております。

同じく、公共土木施設災害復旧事業、限度額４００万円、これは、平成２３年９月４日に発

生した集中豪雨に伴う田島ノ沢川護岸復旧工事に係る災害復旧事業債であります。

なお、起債の方法は、ともに普通貸借または証券発行。利率は、ともに３.０％以内。ただ

し、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見

直し後の利率。償還の方法は、ともに政府資金の貸し付け条件または借入先と協議して決定す

る。

次に、２、変更。

起債の目的。

ロータリー除雪車購入事業、補正前限度額７４０万円から１４０万円減額し、補正後限度額

を６００万円に変更するものです。

減額の理由は、入札減によるものです。

同じく、消防指揮広報車整備事業、補正前限度額５００万円から３７０万円減額し、補正後

限度額を１３０万円に変更するものです。

減額の理由は、社会資本整備総合交付金の採択によるものでございます。

同じく、臨時財政対策債、補正前限度額１億１８０万円を２,００５万８,０００円増額し、

補正後限度額を１億２,１８５万８,０００円に変更するものでございます。

増額の理由は、普通交付税の算定結果に伴うものです。
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なお、起債の方法、利率及び償還の方法に変更はありません。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳出について御説明いたしますので、１５ページをお

開き願います。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４節共済費１３９万９,０００円の減額補正は、

嘱託職員、臨時職員の退職等に伴う減であります。

１１節需用費３１万５,０００円の減額補正は、パソコン等機器修繕料の減。

１２節役務費３２万１,０００円の減額補正は、ＰＣＢ廃棄物収集運搬料の減。

１３節委託料１７万９,０００円の減額補正は、受診者数の減による健康診断等委託料の

減。

１４節使用料及び賃借料１１万４,０００円の減額補正は、庁内情報システムリース料の入

札減であります。

２５節積立金１億６,４７８万円の増額補正は、決算見込みを勘案しての財政調整基金積立

金が１億円、地方債補正で御説明いたしました過疎地域自立促進特別事業基金積立金が６,４

６０万円、歳入の寄附金の増と連動した歌志内ふるさと応援基金積立金が１８万円でありま

す。

１６ページをお開き願います。

５目車両管理費７節賃金１４万５,０００円の減額補正は、観光バス添乗員賃金の減であ

り、１１節需用費９万１,０００円の増額補正は、ガソリン及び軽油単価の高騰によるもので

ございます。

１８節備品購入費３７万５,０００円の減額補正は、中型バス購入費の入札減であります。

６目財産管理費１２節役務費１４万円の減額補正は、全国市有物件災害共済保険料の減。

１３節委託料５３万８,０００円の減額補正は、特別養護老人ホームしらかば荘の敷地測量

の取りやめによる減３３万６,０００円。

本町地区駐車場除雪の皆減２０万２,０００円であります。

１４節使用料及び賃借料１５万８,０００円の減額補正は、道有林野借地料の見直しによる

減。

１５節工事請負費４９万円の減額補正と、１９節負担金補助及び交付金３１万５,０００円

の減額補正は、東光団地に係る下水道工事及び上水道工事の入札減によるものでございます。

８目分収造林費５０１万５,０００円の減額補正は、間伐業務委託料等の減に伴うものでご

ざいます。

１３目諸費２３節償還金利子及び割引料３,０２９万６,０００円の増額補正は、平成２２年

度生活保護費国庫負担金返還金及び障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金等であります。

１８ページをお開き願います。

４項選挙費２目北海道知事・道議会議員選挙費１８万円の減額補正は、選挙事務従事者報償

金の減。

３目市議会議員選挙費７５２万５,０００円の減額補正は、選挙が無投票であったことに伴

うものであります。

次に、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１５節工事請負費９万６,０００円の

増額補正は、文珠会館屋根除雪の増であり、１９節負担金補助及び交付金１３万６,０００円

の減額補正は、会計繰越金の増による身障者福祉協会補助金の交付辞退による皆減でありま

す。
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２０ページをお開き願います。

３目障害者福祉費１３節委託料２７万４,０００円の減額補正は、電算委託料の減が１９万

４,０００円、利用者の減に伴う外出支援サービス事業の減が８万円であり、１９節負担金補

助及び交付金６７万８,０００円の減額補正は、清算に伴う、空知中部広域連合負担金の減が

４５万３,０００円、通所サービス利用促進負担金の減が１０万５,０００円、地域活動支援セ

ンター負担金の減が１２万円であります。

２０節扶助費１３８万３,０００円の減額補正は、サービス利用者の減に伴う更生訓練の減

が２３万円、入院受給者の減に伴う更生医療の減が４３万２,０００円、受給者の減に伴う特

別障害者手当の減が３０万５,０００円、交付件数の減に伴う補装具交付、修理減が４１万６,

０００円であります。

５目医療福祉費１２節役務費２９万１,０００円の減額補正は、医療費審査等支払手数料の

減であります。

２０節扶助費２６８万円の減額補正は、受給者の減に伴う重度身障補助医療費の減１６４万

６,０００円、同じく、乳幼児補助医療費の減１０３万４,０００円であります。

２８節繰出金１,７８３万２,０００円の減額補正は、国民健康保険特別会計及び後期高齢者

医療特別会計への繰出金の減ですので、その会計において説明いたします。

２２ページをお開き願います。

２項老人福祉費１目老人福祉事業費２０節扶助費５００万円の減額補正は、措置者数の減に

伴う老人福祉施設措置費の減であります。

３目介護保険費７節賃金３３万８,０００円の減額補正は、代替保健師が確保できなかった

ことによる減。

１９節負担金補助及び交付金３６０万８,０００円増額補正は、負担金確定に伴う空知中部

広域連合負担金の増であります。

次に、３項１目とも生活保護費９節旅費７,０００円、１３節委託料１０万円の減額補正

は、不用額であります。

２０節扶助費１,６８７万５,０００円の減額補正は、入院保護者の減に伴う医療扶助費の減

などであります。

２４ページをお開き願います。

５項児童福祉費２目児童措置費２０節扶助費１,１０７万７,０００円の減額補正は、受給者

数の減に伴う児童扶養手当の減が３７０万７,０００円、受給者数の減及び制度改正に伴う子

ども手当の減額７３７万円であります。

３目保育所費７節賃金２９万２,０００円の減額補正は、保育士賃金の減。

１１節需用費５３万６,０００円の減額補正は、消耗品及び給食賄い材料費等の減でありま

す。

１３節委託料６２万９,０００円の減額補正は、健康診断等委託料の減が１３万１,０００

円、広域入所保育委託料の皆減が４９万８,０００円であります。

２６ページをお開き願います。

４款衛生費１項保健衛生費２目予防費７節賃金３１万４,０００円の減額補正は、代替保健

師が確保できなかったことによる減であり、１１節需用費２０万２,０００円の減額補正は、

各種予防接種者の減少による医薬材料費の減であります。

１３節委託料５１５万３,０００円の減額補正は、健診受診者及び予防接種者の減少に伴う

健康診断等委託料の減で、健康診査事業が９１万７,０００円の減、母子保健事業が５５万５,
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０００円の減、感染症対策事業が３６８万１,０００円の減であります。

次に、２項清掃費１目清掃総務費１９節負担金補助及び交付金１５万円の減額補正は、ごみ

回収量の減少に伴う資源ごみ等減量事業交付金の減であります。

２目ごみ処理費１２節役務費１２万円の減額補正は、指定ごみ袋販売枚数の減少に伴う販売

手数料の減で、１３節委託料４８万３,０００円の減額補正は、市に譲渡される予定のエコバ

レー最終処分場に係る機能検査等業務委託料の入札減であります。

１５節工事請負費３万７,０００円の増額補正は、埋立処分場に係る膜処理装置整備の入札

減が２１万円、同じく給水管改修工事の増が２４万７,０００円であります。

１９節負担金補助及び交付金３９万３,０００円の増額補正は、中・北空知廃棄物処理広域

連合における建設工事費の増に伴う負担金の増であります。

２８ページをお開き願います。

３項１目とも病院費２８節繰出金４３万２,０００円の減額補正は、特別交付税における共

済組合追加費用の単価改正に伴う病院事業会計繰出金の減であります。

次に、６款農林費２項林業費１目林業振興費１９節負担金補助及び交付金２４７万９,００

０円減額補正は、事業実施主体の事業中止に伴う森林整備地域活動支援交付金５３万３,００

０円の皆減、同じく事業縮小に伴う美しい森林づくり基盤整備交付金１９４万６,０００円の

減であります。

次に、７款１項とも商工費１目商工業振興費１９節負担金補助及び交付金５０万２,０００

円の減額補正は、件数の減に伴う保証融資利子補給補助金の減であります。

２目産炭地振興対策費１９節負担金補助及び交付金１０万円の減額補正は、歌志内振興公社

における事業費の減に伴う新産業等創造事業助成補助金の減であります。

５目公園費２８節繰出金１７１万５,０００円の減額補正は、市営神威岳観光特別会計への

繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

６目観光費１５節工事請負費１０万５,０００円の減額補正は、道の駅附帯施設屋根改修工

事の入札減であります。

１９節負担金補助及び交付金２,０００万円の増額補正は、温泉施設利用促進補助金の増で

あり、チロルの湯を経営する株式会社歌志内振興公社に対し、経営安定資金を助成するもので

あります。

なお、定例会資料３０ページから３２ページをお開き願います。

同公社に係る平成２３年度決算見込み説明書及び予定貸借対照表を添付しております。

補正額２,０００万円の根拠でありますが、３１ページの平成２３年度決算見込み説明書の

最下段に記載されています収支不足額１,５１５万７４１円に、平成２２年度末不良債務額４

８７万４,６４７円を加えた額２,００２万５,３８８円に基づいております。

また、２,０００万円の補助金増額後は、３０ページの平成２３年度末予定貸借対照表によ

りますと、流動資産１,０８８万１,７４０円が、流動負債１,０７６万７,１２８円を１１万

４,６１２円上回り、不良債務が解消される見込みとなっております。

なお、３２ページは、補正後の決算見込みでありますので、御参照願います。

それでは、事業別明細書の３０ページに戻りまして、８款土木費２項道路橋りょう費１目道

路橋りょう総務費１８節備品購入費２８０万円の減額補正は、ロータリー除雪車購入費の入札

減であります。

２目道路維持費１１節需用費１１６万６,０００円の増額補正は、降雪量の増及び単価の増

に伴う燃料費の増が９６万６,０００円、同じくロードヒーティング電気料の増が２０万円で
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あります。

１３節委託料１,３５０万円の増額補正についても、降雪量の増に伴う道路除雪委託料の増

であります。

１５節工事請負費１０万８,０００円の増額補正も同じく、氷割り作業等の側溝補修工事の

増であります。

４目道路新設改良費１５節工事請負費１９万２,０００万円の減額補正は、東光団地道路舗

装工事費の入札減であります。

次に、４項都市計画費２目下水道費２８節繰出金１億８,７５８万５,０００円の増額補正

は、市営公共下水道特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

４目都市公園費７節賃金４６万４,０００円の減額補正は、雨天等による出勤日数の減によ

るものであり、１４節使用料及び賃借料１６万６,０００円の減額補正は、契約単価の見直し

による土地借上料の減。

１８節備品購入費１７万５,０００円の減額補正は、常用草刈り機の購入費の入札減であり

ます。

次に、５項住宅費１目住宅管理費１１節需用費４９万３,０００円の増額補正は、燃料費の

増で、歌神二区ロードヒーティングに係るボイラー重油使用料の増と単価増によるものであ

り、１２節役務費１５万円の減額補正は、住宅明け渡し強制執行予納金の減であります。

１５節工事請負費１１２万５,０００円の増額補正は、３２ページに参りまして、住宅一般

経費では、一般修繕の増が２１９万６０００円、除雪の増が２１万５０００円であり、住宅改

修事業では１２８万６０００円の減で、すべて工事費の入札減であります。

２５節積立金２１万円の減額補正は、改良住宅敷金基金が２３万６,０００円の増、市営住

宅敷金基金が４４万６,０００円の減であります。

２目住宅建設費１５節工事請負費１１９万７,０００円の減額補正は、改良住宅解体除却工

事費の入札減であります。

次に、９款１項とも消防費１目常備消防費１１節需用費３６万２,０００円の減額補正は、

ボイラー燃料費の減が５０万円、電気料の増が１３万８０００円であります。

２目非常備消防費１節報酬１１万５,０００円の増額補正は、消防団員数の増及び団員の昇

格に伴うものでございます。

３目消防施設費１８節備品購入費２７８万３,０００円の減額補正は、消防指揮広報車及び

庁用備品購入費の入札減であります。

３４ページをお開き願います。

１０款教育費１項教育総務費２目事務局費１節報酬４７万３,０００円の減額補正は、嘱託

職員の人事異動に伴うものです。

３目奨学費１９節負担金補助及び交付金６５万円の減額補正は、中学校バス利用者の減に伴

う遠距離通学費補助金の減であります。

４目奨学金貸付費２１節貸付金３１万６,０００円の減額補正は、利用者の減に伴う貸付金

の減であります。

次に、２項小学校費２目教育振興費２０節扶助費１５万７,０００円の減額補正は、申請者

の減に伴う要・準要保護就学援助費の減であります。

次に、３項中学校費１目学校管理費１節報酬６万４,０００円の増額補正は、嘱託職員の人

事異動に伴うものです。

１１節需用費３０万円の減額補正は、電気料の減であります。
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２目教育振興費２０節扶助費１５万８,０００円の減額補正は、申請者の減に伴う要・準要

保護就学援助費の減であります。

次に、４項１目とも幼稚園費７節賃金３０万円の減額補正は、代替教諭賃金の減でありま

す。

３６ページをお開き願います。

５項社会教育費１目社会教育総務費は、財源区分の変更であります。

４目公民館費７節賃金１４万円の減額補正は、用務員賃金の減であります。

次に、６項保健体育費１目保健総務費１３節委託料１３万７,０００円の減額補正は、健康

診断等委託料の減。

２０節扶助費４６万１,０００円の減額補正は、対象者の減に伴う学校給食費就学援助費の

減３５万３,０００円及び要保護医療費の減１０万８,０００円であります。

４目学校給食費７節賃金３８万２,０００円の減額補正は、調理等補助員賃金の減。

１１節需用費３４万５,０００円の増額補正は、重油単価増に伴うボイラー燃料費の増であ

ります。

１４節使用料及び賃借料３４万７,０００円の減額補正は、震災による契約期間の減等に伴

う食缶洗浄機借上料の減であります。

１１款災害復旧費１項土木施設災害復旧費２目一般災害復旧費は、財源区分の変更でありま

す。

３８ページをお開き願います。

１２款１項とも公債費１目元金は、財源区分の変更であります。

２目利子２３節償還金利子及び割引料７６万１,０００円の減額補正は、平成２２年度債の

利子確定に伴う減であります。

次に、１４款１項とも職員費１目職員給与費２節給料１,１１９万２,０００円の減額補正

は、特別職給では副市長不在による皆減が６４８万円、一般職給では職員の異動等による減が

４７１万２,０００円であります。

３節職員手当等９７０万５,０００円の減額補正は、特別職手当では副市長不在による期末

寒冷地手当の減２２６万５,０００円、一般職手当では、職員の異動等による減及び時間外勤

務手当等の減が７４４万円であります。

４節共済費７５７万４,０００円の減額補正は、特別職共済費では副市長不在等による減が

３９０万３,０００円、一般職共済費では、給料、手当の減等による減が３６７万１,０００円

であります。

４０ページをお開き願います。

１５款１項１目とも予備費４,８５８万３,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調整によ

るものでございます。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入を御説明いたしますので、５ページをお開き願い

ます。

なお、歳入の説明に当たりまして、歳出の事業費の減額等と連動している部分については、

補正理由が重複するため、一部簡潔な説明といたしますので、御了解願います。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１款市税１項市民税２目法人１節現年課税分１,１００万円の増額補正は、石炭関連企業の

申告額の増に伴う法人税割の増によるものでございます。

次に、２項１目とも固定資産税１節現年課税分５００万円の増額補正は、リース業等の資産
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償却申告額の増によるものです。

次に、４項１目とも市たばこ税１節現年課税分８００万円の増額補正は、申告額の増による

ものです。

次に、８款１項１目１節とも地方特例交付金３０万円の減額補正は、児童手当及び子ども手

当特例交付金の交付額決定によるものでございます。

６ページをお開き願います。

９款１項１目１節とも地方交付税１億２,０２４万２,０００円の増額補正は、普通交付税が

１９億８,０２４万２,０００円で、交付額が決定されたため、現行予算１８億６,０００万円

に追加するものであります。

なお、前年度に比べ２,８２８万５,０００円、１.４％の増となっております。臨時財政対

策債１億２,１８５万８,０００円を加えますと２１億２１０万円で、前年度に比べ３,２７７

万１,０００円、１.５％の減となっております。

次に、１１款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負担金２節老人福祉施設入所負担金３

００万円の減額補正は、負担金納入者数の減及び所得階層の低下に伴う入所者一部負担金の減

であります。

３節児童福祉費負担金３２万６,０００円の増額補正は、所得階層の変更等に伴う保育料一

部負担金の増であります。

次に、１２款使用料及び手数料１項使用料３目商工使用料１節誘致企業向け住宅使用料５４

万円の減額補正は、入居者１戸の減に伴う使用料の減であります。

４目土木使用料１節道路使用料５３万円の増額補正は、値下げの条例改正を１年間延期した

ことによるものです。

３節住宅使用料１４２万７,０００円の減額補正の内訳は、入居者の増減に伴う改良住宅敷

金の増が２３万６,０００円、市営住宅使用料の減が１５２万５,０００円、同じく敷金の減が

４４万６,０００円、単身者向け住宅使用料の減が１４万８,０００円、シルバーハウジング使

用料の増が４５万６,０００円であります。

５目教育使用料２節公民館使用料１４万円の減額補正は、各種サークル等の使用回数の減少

によるものでございます。

次に、２項手数料２目衛生手数料４節ごみ処理手数料８０万円の減額補正は、指定ごみ袋販

売枚数の減。

５節ごみ処分手数料１０８万円の増額補正は、上歌最終処分場への直接搬入量の増によるも

のです。

次に、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金

２０万８,０００円の減は、補装具の減。

２節障害者医療費負担金２１万６,０００円の減は、更生医療費の減であります。

８ページをお開き願います。

３節特別障害者手当等給付費負担金２２万８,０００円の減は、特別障害者手当等の減。

４節生活保護費負担金１,２９３万６,０００円の減は、生活保護費の減。

５節児童扶養手当負担金１２３万４,０００円の減は、児童扶養手当の減。

６節子ども手当負担金６６８万９,０００円の減は、子ども手当の減であります。

次に、２項国庫補助金１目民生費補助金２節市町村地域生活支援事業費補助金１１万５,０

００円の減は、市町村地域生活支援事業の減。

３節セーフティネット支援対策等事業費補助金１０万円の減は、生活保護適正実施推進事業
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の減であります。

２目衛生費補助金１節保健事業費補助金９万２,０００円の減は、女性特有のがん検診推進

事業の減であります。

３目林業費補助金１節美しい森林づくり基盤整備交付金１９４万６,０００円の減は、基盤

整備の減であります。

４目土木費補助金１節建設機械整備費補助金１３８万円の減は、除雪機械整備事業の減。

２節住宅地区改良事業費交付金４万５,０００円の減は、改良住宅事業の減が２万４,０００

円、歌神地区改良住宅建替事業の減が２万１,０００円であります。

３節市営住宅交付金１２万８,０００円の増は、市営住宅事業の増であります。

４節社会資本整備総合交付金２,１６８万１,０００円の増は、交付決定による皆増であり、

内訳は、福祉バス購入が１,３５９万８,０００円、除雪事業が４００万円、高齢者宅間口除雪

機購入が７７万６,０００円、消防指揮広報車購入が３３０万７,０００円であります。

５目教育費補助金２節要保護児童生徒医療費補助金３万６,０００円の減は、要保護の減で

あります。

次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金１０

万４,０００円の減は、補装具の減。

２目障害者医療費負担金１０万８,０００円の減は、更生医療費の減。

３節生活保護費負担金１３８万１,０００円の増は、生活保護費の増。

４節子ども手当負担金３８万６,０００円の減は、子ども手当の減であります。

１０ページをお開き願います。

５節保険基盤安定等負担金３２万９,０００円の減は、国民健康保険税軽減分の減が１１万

７,０００円、後期高齢者医療保険料軽減分の減が２１万２,０００円であります。

次に、２項道補助金１目民生費補助金２節市町村地域生活支援事業費補助金５万７,０００

円の減は、市町村地域生活支援の減。

３節地域活動支援センター等運営費補助金１万６,０００円の減は、支援センター等運営の

減。

４節障害者自立支援対策推進費補助金７万８,０００円の減は、通所サービス利用促進の

減。

５節身障者福祉費補助金７４万円の減は、重度心身障害者医療費の減。

６節ひとり親家庭等補助金１９万４,０００円の減は、医療費の減。

７節児童福祉費補助金５１万７,０００円の減は、乳幼児医療費の減。

９節離職者の安心生活支援事業３７万９,０００円の減は、住宅手当緊急特別措置の皆減で

あります。

２目衛生費補助金１節保健事業費補助金２１１万８,０００円の減は、健康増進事業が１３

万９,０００円の減、妊婦健康診査事業が２２万３,０００円の減、子宮頸がん等ワクチン接種

緊急促進事業が１７５万６,０００円の減であります。

４目１節とも教育費補助金２万９,０００円の増は、学校支援地域本部事業の皆増でありま

す。

５目総務費補助金１節地域づくり総合交付金７１０万円の増は、交付決定に伴う補助金の皆

増で、定住促進事業及び子育て世代応援事業が交付対象であります。

次に、４項道交付金３目労働費交付金１節緊急雇用創出推進事業５２万４,０００円の減

は、事業費の減に伴うものです。
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４目林業費交付金１節森林整備地域活動支援３９万９,０００円の減は、事業中止に伴う皆

減であります。

１２ページをお開き願います。

１５款財産収入２項財産売払収入１目不動産売払収入１節土地売払収入２７９万２,０００

円の減額補正は、東光団地における分譲の減、一区画であります。

２目１節とも物品売払収入１０万５,０００円の増額補正は、中型バス更新に伴う旧バスの

売払収入であります。

次に、１６款１項とも寄附金１目１節とも一般寄附金の３０２万９,０００円の増額補正

は、寄附金５件の増によるものであります。

２目１節ともふるさと応援寄附金１８万円の増額補正は、ふるさと応援寄附条例に基づく寄

附金の増であります。

次に、１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金１億２,３７３万７,０００円の増額補正

は、平成２２年度繰越金残額を追加補正するものであります。

次に、１９款諸収入３項８目とも雑入４節医療費附加給付金４万６,０００円の減額補正

は、対象件数の減に伴う重度心身障がい者分が４３万４,０００円の減、対象件数の増に伴う

ひとり親家庭等分が３８万８,０００円の増であります。

５節生活保護費返還金７４万５,０００円の増額補正は、返還金の増。

９節建物総合損害共済収入４０万９,０００円の増は、雪害による旧庁舎屋根一部補修工事

に係るものでございます。

１０節雑入７２万９,０００円の増額補正は、事業費の減による空知産炭地域振興助成金の

減が１６万２,０００円、負担金の確定に伴う中空知広域水道企業団人件費負担金の増が６９

万１,０００円、財団法人北海道建築指導センターの解散に伴う出捐金の返還による、その他

雑入の増が２０万円であります。

次に、４項１目１節の分収造林費収入５０２万９,０００円の減額補正は、事業費の減によ

るものです。

１４ページをお開き願います。

２０款１項とも市債については、第３表地方債補正のところで御説明いたしましたので省略

させていただきます。

次に、議案１７号に参ります。

議案第１７号平成２３年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）。

平成２３年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,０１４万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億１,１９９万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

（地方債の補正）。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

２ページをお開き願います。

第２表、地方債補正。

１、変更。

起債の目的、流域下水道事業、補正前限度額４７０万円から１０万円減額し、補正後限度額
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を４６０万円に変更するものです。

減額の理由は、起債許可予定額の減であります。

同じく、資本費平準化債、補正前限度額８,３００万円を８０万円増額し、補正後限度額を

８,３８０万円に変更するものです。

増額の理由は、起債許可予定額の増であります。

なお、起債の方法、利率及び償還の方法に変更はありません。

続きまして、補正予算の事項別明細書の歳出について御説明いたしますので、４ページをお

開き願います。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費２節給料から４節共済費ま

での減額補正は、人事異動に伴う減であります。

１３節委託料１９万９,０００円の減額補正は、下水道管内調査の皆減であります。

２目公共下水道事業費１９節負担金補助及び交付金１９万４,０００円の減額補正は、石狩

川流域下水道組合の建設事業費の確定に伴う負担金の減であります。

次に、２款１項とも公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料１億９,４１４万７,０００

円の増額補正は、繰上償還元金の増であります。繰上償還する市債は、平成２０年度債と２１

年度債の縁故債９本で、これによる効果額は、償還利子相当分の１,９１８万２,０００円であ

ります。

２目利子２３節償還金利子及び割引料７７万６,０００円の減額補正は、平成２２年度債の

利子確定に伴うものです。

次に、補正予算事項別明細書の歳入について説明いたしますので、３ページをお開き願いま

す。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

３款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１億８,７５８万５,０００円の増額補正

は、市債の繰上償還財源を一般会計から繰り入れするものであります。

次に、４款諸収入１項２目１節とも雑入１８５万８,０００円の増額補正は、平成２２年度

石狩川流域下水道組合負担金の清算に伴う返還金であります。

５款１項とも市債については、第２表、地方債補正のところで御説明いたしましたので省略

させていただきます。

次に、議案第１８号に参ります。

議案第１８号平成２３年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第２号）。

平成２３年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３８４万５,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,６２５万５,０００円とする。

２項は省略いたします。

（地方債の補正）。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

２ページをお開き願います。

第２表、地方債補正。

１、変更。
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起債の目的、圧雪車購入事業、補正前限度額９９０万円から３０万円減額し、補正後限度額

を９６０万円に変更するものです。減額の理由は、起債許可予定額の減であります。

なお、起債の方法、利率及び償還の方法に変更はありません。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳出について御説明いたしますので、４ページをお開

き願います。

市営神威岳観光特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款１項ともスキー場事業費１目スキー場運営費１４節使用料及び賃借料３８万５,０００

円の減額補正は、道有林野借上料の見直しによる減であります。

１５節工事請負費８３万５,０００円の減額補正は、リフト整備工事費の入札減でありま

す。

１８節備品購入費２６２万５,０００円の減額補正は、圧雪車購入費の入札減であります。

続きまして、事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開き願いま

す。

市営神威岳観光特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１７１万５,０００円の減額補正は、歳入

歳出予算の調整により一般会計に繰り戻すものです。

次に、２款諸収入１項１目１節とも雑入１８３万円の減額補正は、事業費の減に伴う空知産

炭地域振興助成金の減であります。

３款１項とも市債については、第２表、地方債の補正のところで御説明いたしましたので省

略させていただきます。

次に、議案第１９号に参ります。

議案第１９号平成２３年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。

平成２３年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,１９３万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億６,４５３万円とする。

２項は省略いたします。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳出について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

１款総務費１項総務管理費２目広域連合負担金１９節負担金補助及び交付金１,４８６万５,

０００円の減額補正は、空知中部広域連合負担金の減であります。

次に、４款１項１目とも予備費１億６７９万５,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調

整であります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、２ページをお開

き願います。

国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１,７１４万１,０００円の減額補正は、保

険基盤安定分の減１１万２,０００円、財政安定化支援事業分の減１３７万３,０００円、広域

連合共通経費の減７６０万１,０００円、人件費等分の減８０５万５,０００円であり、一般会

計へ繰り戻すものでございます。
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次に、３款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金４,７４３万２,０００円の増額補正は、平

成２２年度繰越金残額を追加補正するものです。

次に、４款諸収入２項１目１節とも雑入６,１６３万９,０００円の増額補正は、平成２２年

度空知中部広域連合負担金の清算に伴う返還金であります。

次に、議案第２０号に参ります。

議案第２０号平成２３年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。

平成２３年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６１万３,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,８９７万６,０００円とする。

２項は省略いたします。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳出について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳出）。

２款１項１目とも後期高齢者医療広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金３６１万３,

０００円の減額補正は、北海道後期高齢者医療広域連合負担金の減であります。

次に、４款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目還付加算金は、財源区分の変更でありま

す。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、２ページをお開

き願います。

後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書（歳入）。

１款１項１目とも後期高齢者医療保険料１節現年度分保険料３００万円の減額補正は、被保

険者の減に伴う保険料の減であります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金６９万１,０００円の減額補正は、

歳入歳出予算の調整により一般会計へ繰り戻すものです。

次に、４款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金７万８,０００円の増額補正は、平成２２

年度決算に伴う繰越金の皆増であります。

以上で、議案第１６号から議案第２０号までの各会計補正予算の事項別明細を含めての説明

を終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） －登壇－

議案第２１号平成２３年度歌志内市病院事業会計補正予算（第２号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量の第２号中、年間患者数「３万７,５５１人」

に３４１人減して「３万７,２１０人」に、内訳外来患者の「１万６,４６９人」に３４１人減

して「１万６,１２８人」に改め、第３号中、１日平均患者数「１２４人」に１人減して「１

２３人」に、内訳外来患者「６７人」に１人減して「６６人」に改めるもので、患者数は、１

２月末の実績を勘案して調整するものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入の第１

款病院事業収益の既決予定額５億５,１１６万８,０００円から１４５万７,０００円を減額し
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て５億４,９７１万１,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業収益の既決

予定額から１０２万５,０００円を減額して４億２,１５９万２,０００円に、第２項医業外収

益の既決予定額から４３万２,０００円を減額して１億２,８１１万９,０００円に改めるもの

であります。

支出の第１款病院事業費用の既決予定額５億９,５１４万４,０００円から６０３万６,００

０円を減額して５億８,９１０万８,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医

業費用の既決予定額から７３８万６,０００円を減額して５億７,５７７万１,０００円に、第

２項医業外費用の既決予定額に１３５万円を増額して１,３１３万７,０００円に改めるもので

あります。

第４条は、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の第１

号職員給与費「３億７,８０３万２,０００円」から３７０万８,０００円を減額して「３億７,

４３２万４,０００円」に改めるものであります。

第５条は、予算第８条に定めた他会計からの補助金１億１,７０９万７,０００円から４３万

２,０００円を減額して１億１,６６６万５,０００円に改めるものであります。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出の支出から御説明いたしますので、２

ページをお開きください。

支出の１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の３７０万８,０００円の減額の内訳は、

（給料）３節医療技術員給５０万６,０００円の減及び（手当）７節医療技術員手当２３万７,

０００円の減は、理学療法士の休職に伴う減であり、（賃金）１２節労務員給１５６万７,０

００円の減は、病棟勤務における看護助手の不測の事態に備えるため予算を確保しておりまし

たが、現状の体制で推移してまいりましたことから、この間の予算計上分を減額するものであ

ります。

１３節報酬１１８万円の減は、医師体制において不測の事態に対応するための予算を確保し

ておりましたが、ほぼ変更なく推移しましたことから、この間の出張医師報酬額分を減額する

ものであります。

１４節法定福利費２１万８,０００円の減は、先ほど御説明申し上げました病棟勤務におけ

る看護助手の不測の事態に対応するための予算計上分を減額するものであります。

次に、２目材料費１節薬品費の３２２万９,０００円の減額でありますが、これは重篤患者

を受け入れた場合による不測の事態を考慮し、予算計上していたものですが、それまでに至ら

なかったことにより減額するものであります。

次に、３目経費４４万９,０００円の減額の内訳は、８節燃料費１７６万１,０００円の増、

これはＡ重油単価の値上がりによる増とＡ重油使用量の減によるもので、この増減により増額

するものであります。

１３節賃借料１４８万７,０００円の減、これは医療機械設備借り上げで、入札執行による

リース料の減及び在宅酸素濃縮器借り上げで、使用者３人分の予定から１人分の見込みにより

減額するものであります。

１５節委託料７２万３,０００円の減は、検便培養等の検査委託の減であります。

２項医業外費用３目雑損失１節その他雑損失の１３５万円の増額でありますが、これは医療

費未収金徴収不能損失で、入院患者様御本人及び保証人の方が死亡されたことに伴い、徴収が

困難となったため、本年第１回臨時会で議決されました歌志内市債権管理条例第１２条第１項

第７号、債権者が失踪、所在不明、その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき

の規定に基づき、債権の放棄を行うため補正するものでございます。不納欠損は１名分で、未
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収額は１５９万９,４９０円を予定しております。

これまで、入院患者様の保証人である御主人と返済方法については、幾度となく面談を行

い、その都度誠意を持った対応をしていただいていたことから、当院も法的措置を含めた事務

的な手続をとらず、進めてきたところであります。

しかし、冒頭申し上げましたように、入院患者様御本人と保証人である御主人が相次いで亡

くなられ、また、御夫婦には成人のお子様がいらっしゃいましたが、承継する財産もなかった

ことから、債権放棄を行わざるを得なくなったところであります。何とぞ御理解のほどお願い

申し上げます。

１ページへお戻りください。

収入の１款病院事業収益１項医業収益２目外来収益１節内科で１０２万５,０００円の減

は、外来患者数の減によるものであります。

次に、２項医業外収益１目他会計補助金１節一般会計補助金の４３万２,０００円の減は、

特別交付税に係る共済組合追加費用の単価が減額改定になり、減額分を一般会計の繰り入れか

ら減ずるものであります。

次に、３ページから５ページの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきまして御

説明いたしますので、７ページをごらんください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は既決予定額より４５７万

９,０００円を減少した４,１４７万９,０００円となり、年度末の累積欠損金は８億６,７７８

万８,０００円となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） １０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

────────────────

午前１１時１０分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

これより、議案第１６号平成２３年度歌志内市一般会計補正予算（第７号）について質疑に

入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） いっぱいあるものですから、順次質問をいたします。

まず、５ページの歳入。

法人税の関係ですけれども、先ほど提案説明では、石炭関連云々と、ちょっと最後のほう聞

こえなかったのですけれども、１,１００万円の補正です。これは、たしか露頭炭の関係では

ないかと思うのですけれども、業者がふえたのか、ふえないのか、その辺をお伺いをいたしま

す。

それから、歳出の２４ページ。子ども手当の関係ですけれども、７３７万円減額、これたし

か申請主義だと思うのですけれども、当初予算でどのぐらいの人数を見て、最終的にどのぐら

いの申請があったのかをお伺いしたいと思います。

それから、２９ページ。観光費でございます。

まず、観光費の負担金補助及び交付金、ここに、観光施設活性化推進事業、それから、温泉

施設利用促進で２,０００万円ということでございますけれども、ここで４点ばかり質問をさ

せていただきます。

１番目が、観光施設活性化推進事業に２,０００万円となっておりますけれども、この補助
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金の補助金要綱では、温泉施設等を活用した交流促進、健康増進事業に対し補助するとなって

おります。そういうことで、これからこの２,０００万円をどんな事業に対して補助するの

か、まずお伺いしたいと思います。

これについては、２１年４月１日に、要綱の第９号で、株式会社歌志内振興公社温泉施設等

活性化推進事業補助金交付要綱というのがございます。それで、この交付要綱に私はちょっと

合致しないのではないかという気がいたしますので、１番目でそういう質問をいたします。

なお、もし２,０００万円を補助するとすれば、この内容と申しますか、使用内容、何に使

うのかをお伺いしたいと思います。

２番目といたしまして、先ほど提案説明の中に、資料の説明もありましたけれども、資料を

見ますと、私の考えるのは、単なる赤字補てんではないのかと思います。とすれば、補助金で

はおかしいのではないかというふうな気がいたします。

３点目、もし補助金とすれば、これも歌志内市補助金交付規則のがございます。そこで、補

助金の交付規則にありますように、補助金の交付申請があったのか。あったとすれば、資料そ

れぞれつけていただきましたけれども、その資料とともに、その申請書の写しをなぜ添付しな

かったのか、むしろそっちのほうがわかりやすいような気がします。

というのは、この補助金の交付要綱を見ますと、第４条ですけれども、補助金の交付の申請

には、事業計画書または工事計画書、収支予算書及び資金計画書というようなものをつけて、

補助を申請するのだよということで規則で決まっておりますので、あえてお伺いをいたしま

す。

それから、当然、補正でございますので、この補正に当たっては、当然取締役会を開催し

て、取締役会で決定したから、この補正に出てきたのだと思います。私は社長は知っています

けれども、だれが取締役になって、何人いるのかわかりませんけれども、この取締役会に諮っ

たとすれば、その時点での主な論議が、どのようなことが話されたのか、その内容をお伺いし

たいと思います。

この件については、大体４点で終わります。

それから、３４ページ。奨学金の貸し付け、３１万６,０００円の不用額でございます。こ

れは、大学、短大、専門学校があると思うのですけれども、何件貸し付けたのか、お伺いをい

たします。

とりあえずそれだけ、よろしくお願いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 私のほうから１点目の法人市民税の増額補正の件なのですが、説

明では、石炭関連企業の申告の増ということでございます。

御質問では、石炭関連企業ふえたのかということでございますが、市内の石炭関連企業４社

ということで、増減はございません。

○議長（山崎数彦君） 荒岡保健福祉課長。

○保健福祉課長（荒岡宏明君） 私のほうから、子ども手当の件で御回答申し上げます。

子ども手当につきましては、今、手元の資料ですが、延べ人数で予算計上、決算見込み持っ

ておりまして、明確ではないのですが、当初予定予算額から見込額に対しまして、およそ１５

人分の減ということの試算でございます。４カ月区切りで試算をしておりまして、この間、年

間出入りがございます。その都度人数を加算または減額しながら計算してくるのですけれど

も、今の見込みの中では、人数的にいいますと１５人分の減額ということの数値でございま

す。
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（「答弁漏れ」の声あり）

当初見込みでは約２７０名ほど見ております。それから、決算では２６４名ということで、

この間、今言いましたように１５名の減ということでございます。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） まず、１点目の補助金の要綱と、それから、要綱の内容によっての

事業について、どのような形で補助をするのか、その内容についての合致の関係でございま

す。

補助要綱では、健康の村施設を所有する公社が温泉施設等を活用した交流促進、健康増進事

業に対し補助金を交付することによって、公社の経営安定に資する。市民福祉の向上を図るこ

とを目的としたものの要綱でございます。

今回の部分につきまして、当初の部分での事業計画では、販売促進事業、それから広告宣伝

事業、それから美化環境含めた修繕その他という形での事業計画でございます。

その中で、販売促進費の増として、さまざまなサービスデーや雑誌等への掲載による販促事

業を行っておりますけれども、これらの部分での増分と、それから修繕費の増の部分、それか

ら販促費に伴う収入減、それから燃料費の予算不足、これらを今回の補正の部分といたしまし

て、温泉施設等活性化推進事業補助金交付要綱として補正をしたものでございます。

内容につきましては、今のような形でございます。

２番目の部分で、先ほど申し上げたとおり、先ほどの形の事業に伴う収入減の部分を含めて

おりますので、その部分については、赤字補てんという形のとらえ方をされると思っておりま

すけれども、それらは、事業にかかわる部分での赤字という形での補助金として、今回は補正

を行ったという形でございます。

それから、今回の部分での資料の関係でございますけれども、今回つけました資料につきま

しては、後段の２ページにつきましては、決算上におけます損益計算書という形をとりました

形のほうが適切ではないかということで、その形の資料とさせていただき、貸借対照表に見込

みとして落とし込んだという形での資料といたしましたので、先ほど申し上げたとおり、補助

金の使用内容において、そのような形での事業計画になりましたので、損益計算書として、他

の支出科目、収入科目等を明確に示したほうがよろしいかということで、そのような資料とし

たところでございます。

それから、補正に当たって、取締役会で決定したかどうか、その内容のお話でございます。

この関係につきましては、１月下旬から２月にかけまして、数度取締役会を開催させていた

だいております。

それぞれ今回の補正に係る状況につきましての部分での、現状での報告、それらに伴う対応

が主なものでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 奨学金貸付金の３１万６,０００円の減額で、何件貸し付けたか

ということでございますけれども、当初予算として、大学生２人、高校生１人を計上しており

ました。これに対し、１人の決定でございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） ２９ページで再質問をさせていただきます。

もう少しはっきり、私の質問の仕方が悪いのか、よくわからないのですけれども、何か質問

に対してすっきりした答弁がいただけなかったものですから、再度質問をさせていただきま
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す。

私、先ほど言いましたように、活性化推進事業補助金交付要綱については、温泉施設等を活

用した交流促進、健康増進事業に対して補助交付をいたしますと。

それで、補助金の申請については、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第４条に

規定する書類を市長に提出しなければならないと。６条までございます。

それで、今まで当初予算で１,０００万円組んだのは、恐らくこの要綱で言う、交流促進、

健康増進事業に対する補助ということでとらえて１,０００万円を補助したのだと思うのです

よ。私もそういう解釈をしておりますけれども、今２,０００万円出てきたのは、これからど

ういう事業をやるのに２,０００万円を補助するのかということをお尋ねしたわけです。

それから、２,０００万円の、この議案が可決になれば２,０００万円交付するわけですか

ら、その使用の内容を具体的に教えていただきたいのでございます。

それから、私、資料を見る限り、単なる赤字補てんではないかということでございますけれ

ども、この資料を見ましても、２９期決算見込説明書収益的収入及び支出前年対比、２８期と

２９期と、これ見込みですけれども、それぞれに使っているような気がするのです。それで、

本当にそうなのかということをお伺いをしたわけでございます。

それから、補助金で出すとすれば、先ほど来、私、交付規則も読み上げましたけれども、補

助金の申請が出ているのか、出ていないのかということなのです。

それで、当然私は出ていると思っているのです。ですから、だれもこの資料をつけたのをだ

めだと言っているわけではないのです。このほかに、補助金の交付申請書の写しでもつけても

らったほうが、なおかつ我々が理解できるのではないかということで、補助金の申請が出てい

ないとすれば、出せないわけですから、補助金の申請があるはずですので、それを追加という

のか、つけてもらったほうがよかったですねということを尋ねているわけでございます。

それから、取締役会を開いたと言っておりますけれども、この２,０００万円を計上するに

当たって、取締役会で、これに対して、主な論議が、どのような論議があったのかということ

をお伺いしてるものですので、その辺をきちっと答弁を願いたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 補助金の事業内容でございますけれども、事業予算の内容といたし

ましては、先ほど申し上げました温泉施設活性化推進事業の補助金の部分の内容でございます

けれども、内容としましては、先ほどちょっと申し上げておりますけれども、販売促進費とい

たしまして、サービスデーの実施や各事業との協賛事業、それから、各観光誌等のサービス事

業などの部分で行っている部分と、それらに係る広告宣伝費、ホームページ等、それからチラ

シ等、それらの関係の広告宣伝事業、それから美化環境事業としての修繕事業、それから多少

の消耗品という形になっております。

今回の部分につきましては、販売促進事業といたしましての部分の中で、それらの事業の中

で、販促費の増額といたしまして１６８万５,０００円、それから修繕費といたしまして、工

事の増額の部分で２６４万５,０００円、それから、前段にちょっと戻りますけれども、販促

費に係る部分でという形の中で、事業収入の減として１,２９９万６,９０９円、それから燃料

費の部分での、それらのさまざまな事業をやる部分の中での燃料費高騰等による予算不足とし

ての２７７万円ほどを、その中の事業を行う上での部分での補てんといたしまして、今回の補

助金の中身としたところでございます。

そのようなことから、次の使用内容という部分にもかかわってくるかなと思いますけれど

も、各事業における増額と、それに伴う収入減として、本補助金の交付要綱として、運営経費
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の増額という形で決めたところでございます。

それから、申請書につきましては、今の内容の部分の中身でございます。（「何」の声あ

り）申請書につきましては、現在申し上げた事業予算をもとにし、これまでの行っていた事業

の部分の経費増と、それから、先ほど議員からは、赤字補てんというふうな形で言われていま

すけれども、それに伴う収入減ですから、赤字ととられる部分もあるかと思いますけれども、

それらの事業に行う収入減と見て、今回の事業補助要綱として、運営経費の増額、経営安定と

いうことに資するという形で、本要綱を適用させて申請をしたものでございます。

取締役会の論議につきましては、１回目につきましては、現状の部分での状況についての内

容の関係、それから今後の３月までの見込み状況。２回目、次につきましても、それらの検

証、そして、最終的にどのような形での、２４年度、３０期に向けての形の中で、どのような

形が適正になっていくかというようなことでの、最終的には、すべてにおいて、今回の部分で

の補正に関しての部分に終始して論議をしたところでございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 論議をしたということでございますけれども、その全部を私、聞いて

いるわけでないのです。取締役何人いるかわかりませんけれども、重大なことなので、私、聞

くのですけれども、取締役会を開いたときに、私が、取締役会を除いて３点ばかり質疑をしま

したけれども、当然、取締役の中には私のような考え方の人がいて、恐らくそういう論議がな

されたのではないかということでお伺いをしているわけでございます。

それから、補助金の交付申請出ているのかと言っても、出ているとも、出ていないとも言っ

ておりませんけれども、その点もよろしくお願いいたします。

それで、私は全体的に、この資料を見ますと、先ほど財政課長が提案説明をいたしましたけ

れども、３１ページ、補正予定額の中に、はっきり収入不足額、それから２２年度の不良債務

額を足して２,００２万５,０００円云々と書いてありますよね。

だから、私の言うのは、総体的にそれぞれ見ますと、収入でいきますと、入館料から、その

他の収入、それから営業外収入云々、それから営業費用でいくと、運営事業費、給与手当から

賄い材料費までずっと項目載っていますよね。

それで、全部にそれぞれ各科目で、収入でいくとふえたところもあるし、減ったところもあ

ると。支出でいきますと、ほとんどみんな決算見込みと、２８期と２９期で比較しますと、そ

れぞれ減っていますよね。

そうしますと、総体的にこの２,０００万円を補正するということになると、赤字の補てん

だろうと、こういうことに尽きるのではないかという気がするのですよ。その辺を答弁を願い

たいです。

それから、３回目で最後でございますので、議長にお願いがございます。

今、答弁をいただきましたけれども、取締役会の議事録、会議録というのか、その辺よくわ

かりませんけれども、議事録と、それから補助金の交付申請書の資料を配付していただきたい

と思いますので、その辺も議長の裁量で、ひとつよろしく、お諮りをいただきまして、お願い

をいたします。

以上、３回で終わりのようですので、最終的な答弁をお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 繰り返しの部分もあるかと思いますので、失礼をさせていただきま

すけれども、先ほど申し上げたとおり、大きく柱の販売促進事業から始まる、大きく４点でご

ざいますけれども、その事業の部分での、言うなれば事業増、それから、それらに伴う形ので
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収入減という部分については、言うなれば収支不足の部分という形を補うと、議員のお言葉を

かりれば、それに伴う収入減ですから、赤字の部分での補てんと。

それから、修繕に関しては、修繕費の増でございますので、販売促進費とはまた違った形で

の増という形でございます。

それから、燃料費の部分につきましても、それら事業を行う上での必要な費用という形から

の見方をさせていただき、本要綱に伴う形での、言うなれば経営運営経費という形での、安定

化に伴う形での増額という形をとらせていただき、このような形で決定をさせていただき、資

料についても、取締役会の中で協議を行いまして、この形での提案という形になったところで

ございます。

それから、先ほど言った補助金の関係の部分につきましては、補助金に関しましては、今申

し上げたような形での事業予算計画をつくっているところで、今回の補正という形をとらせて

いただいたということでございます。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午前１１時４２分 休憩

────────────────

午前１１時５３分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

ただいま原田さんから２件について資料要求がありました。

１件は、公社取締役会での議事録の写しが欲しいということと。

もう一つ、補助金の交付申請書を提出してほしいという２件がありました。

この件について、議会運営委員会で審査をいたしますので、午後１時まで休憩いたします。

午前１１時５４分 休憩

────────────────

午後 ０時５９分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

午前中、原田さんから資料要求のありました件について、補助金の交付申請書については、

お手元に御配付をしたとおりでございますので御参照ください。

次に、質疑を続行いたします。

ほかに質疑ありませんか。

谷秀 さん。

○７番（谷秀 君） 公社の件については、私も数年前から毎年質疑させていただいておりま

す。

それで、昨年だったと思いますが、公社に入れるお金については、恐らくどのような性質の

お金にしても、以前、たしか総務課長の答弁だったと思いますけれども、入れることのないよ

うな答弁もありました。これは事実でございます。

そう言いながらも、やはり公社には人も多数雇用されております。そういう視点から反対を

せず、昨年１,０００万円の補助金が入っております。そしてまた、２３年度、この予算で２,

０００万円の、言うなれば補助金が追加されようとしております。

そういったことで、実は、先ほど来、佐藤課長の原田議員に対する答弁を聞いておりました

ら、赤字云々でやりとりがありましたけれども、私は、やはり事実上は赤字なのですよね。５

億５,８００万円ないし、昨年私が質疑したときには、やはり減価償却費が落ちているよと。

それを加えていけば、実質、累積１億円超えるのではないのと、こんな話も私はしたところで
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ございます。

そういったことも踏まえて、何点か質疑させていただきたいと思います。

それで、資料の不良債務の関係なのですが、２８期で４８７万４,６４７円と記載してあり

ます。不良債務は、御承知のように流動負債より流動資産を差し引いて、流動負債の額が多い

分が不良債務ということになるわけでございますけれども、それで、２９期では１１万４,６

１２円、これは不良債務が発生しないと、先ほど財政課長も言っていたと思うのですが。

そこで、一応不良債務は２８期、たしか４％ぐらいなのですが、何％ぐらいいったら、

ちょっと問題が生じるのかなと、これがまず１点です。

それから２番目に、実は、当市の公社というのは、性質は第三セクターだと、私は、セク

ターの民間会社だというふうに位置づけられると考えております。

それで、株式会社歌志内振興公社の、今、補助金交付申請書にもございますように、代表取

締役は市長が兼務していることになっております。

そこで、また、株主が１００％歌志内市でありますので、このたびの２,０００万円の補助

金の補正については、いささか私も疑問を持っているところでございます。

と申しますのは、自分の会社が経営が困難になったら補助金を議決して出してほしいと言っ

ておられるのではないかというふうにとらえるわけです。

それで、ちょっと飛躍するかもしれませんが、これが一般の、仮に市内の民間会社が経営困

難になりました。市長、私の会社に補助金を議会で議決して補助してくれませんかと言った

ら、どういうような対応をするのか、その見解をお聞きしたいと思います。これが２点目で

す。

それから３点目ですが、先ほど来、補助金の交付要綱云々ということで議論しておりまし

た。補助金の交付要綱で定めはあるものとしても、私は法が優先するのが御承知のとおりだと

思いますので、自治法によれば、自治法２３２条の２項で定めておりますけれども、地方公共

団体の補助金の交付は、一般的に、公益上必要がある場合に限られるとあるのですね。

それで、判決の中でも、広島高裁の平成１３年５月２９日の判決で、第三セクターへの補助

金交付に対する判決なのですが、このように判決が出ています。公益上の必要性の判断に当

たっては、補助金の要否を決定する市長の判断に一定の裁量権があるが、自治法の趣旨が恣意

的な、恣意的というのは、勝手気ままな考えというふうにとらえると思うのですが、恣意的な

補助金等の交付によって、当該地方公共団体の財政秩序を乱すことを防止することにある以

上、市長の判断に裁量権の逸脱、乱用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違

法とされるという判決も出ております。

裁量権の逸脱、乱用の判断については、当該補助金交付の目的とか趣旨だとか効用、また性

質、当市の財政の規模とか、議会の対応も含めて、総合的に補助金の補正を判断したのだと私

は思っております。

それで、株式会社歌志内振興公社が直接金融機関から融資を受け、債務保証を歌志内がなる

ということにすべきと考えるべきであったのではないかと思いますけれども、この件につい

て、３点目伺います。

次に、４点目ですが、平成１９年、法律第９４号で、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律が平成２１年４月に全面施行されたところでございます。その後、地方公社の整理と再生

のために必要となる経費については、議会の議決を経て、起債することができるとする第三セ

クター等改革推進債が創設されておりますが、これは御承知かと思いますが、この辺は知って

いるかどうかお聞きしておきたいと思います。
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もし承知していれば、この第三セクター等改革推進債について、地方財政法第３３条の５項

の７に詳しく示しております。それは、平成２１年度から２５年度までの時限立法で定められ

ているわけでございますが、これらの改革推進債を考えたことがあるのかどうか、伺いたいと

思います。

それから次に、また、総務省は平成２１年６月２３日に、第三セクター等の抜本的改革等に

関する指針を示しております。そしてこの指針が示す抜本的改革を行うための手順の特徴が挙

げられている点を御承知でしょうか、この点についても伺いたいと思います。

次に、また、指針では、採算性、事業性とか、仮にある第三セクターであろうと、行政目的

上、関与の必要がないものについては、行政は関与すべきでないという考え方なのですね。

そこで、事業手法区分別特定というチャートには、公的によるガバナンスの度合いを勘案し

た上で、五つの手段が提示されています。これらをもとに経営を考えたことあるか、ないか、

この点についても伺いたいと思います。

以上、何点か申し上げましたが、恐らく答えていただけるのではないかというふうに私は

思っておりますので、ひとつ、あいまいな答弁でなく、明瞭な答弁をお願いしたいと思いま

す。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩します。

午後 １時１０分 休憩

────────────────

午後 １時１２分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 補正予算を担当したという立場でお答えを申し上げたいと思いま

す。

産業課のほうと重複するかもしれませんが、なかなか谷議員さんの御質問についてはかなり

深い内容で、私どもも余り深く理解していない部分がございますが、わかっている範囲の中で

お答えをしたいと思います。

まず、１点目の不良債務、何％以上かということの質問ですが、これについては、特に、

ちょっと勉強不足というか、何％以上というのが示されている数値については把握をしており

ません。

２番目の第三セクターということで、そのとおり第三セクターでございます。歌志内市が１

００％出資をしていると。そこで、社長は市長が兼務しているのですが、自分の会社というこ

とという表現でございますが、自分の会社という表現ではなくて、市民の会社というふうに考

えておりますので、補助金の要請が個人の会社からあった場合どうなのかという質問は、

ちょっと置きかえまして、市民の会社というふうに認識をしておりますから、そういうこと

で、個人の会社とはまた違うものというふうに考えております。

それで、２番目の後段のほうで、地方自治法２３２条の第２項で言われております補助金の

交付については、そのとおり、公益上必要がある場合に限られるということでございますし、

それについては、市長が独断で判断をしているわけではございません。つまり、今回のように

２,０００万円の補助金については、議会に提案をしていて、議会の議決を経ようとしている

ものでございます。

それと、損失補償を会社が金融機関からお金を借りて、それに対して市が債務保証する方法

もあったのではないかということにつきましては、振興公社の経営状況からいいまして、金融
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機関からお金を借りたとしても、ほとんど今のところ返せるのは難しいというふうな判断をし

ております。

それと、３番目の第三セクター等改革推進債という起債の制度があるということでございま

す。これについては、谷議員さんのほうからもちょっとお知恵もいただいたこともありまし

て、調べたのですが、中身を申しますと、第三セクター等改革推進債が創設をされたもともと

の目的というのが、土地開発公社等、地方道路公社、あるいは第三セクターという会社が財政

危機に陥って、これを地方公共団体として清算したいということ、その清算に当たって多額な

資金を要する場合が多々あるものですから、これについて、この第三セクター改革推進債が創

設されたということでございます。

それで、その内容を見ますと、地方公共団体が損失補償を行っている第三セクターの法的整

理等、法的整理等というのは、破産、民事再生等、もちろん破産法や民事再生法を踏まえた中

での破産、民事再生等につきまして、法律的整理等ということなのですが、これを行う場合必

要となる当該損失補償並びに市が短期貸付金を貸しているのであれば、それを清算する経費を

この第三セクター改革推進債が充当できるというようなことでございます。

そういう内容でございますので、この歌志内市振興公社につきましては、市が損失補償もし

ておりませんし、貸付金を出しているわけでもございませんので、前段の段階で起債の対象に

はならないということでございます。

それと、４番目の第三セクターに対する抜本的改革の推進等についてでございますが、これ

につきましては、その指針の解説につきましては読んでおりますが、基本的には、経営につい

て、公共団体として確実な指導なりをしなさいというような内容がほとんどということで理解

をしているところでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 谷秀 さん。

○７番（谷秀 君） 最後の五つの手段が提示されている。これらをもとに経営を考えたこと

があるかというところが答弁漏れになっているのですよ、最後のほう。

事業手法区分別特性というチャートには、公的によるガバナンスの度合いを勘案した上で、

五つの手段が提示されていますけれども、これらをもとに経営を考えたことがありますかとい

うのを。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 大変申しわけないです。答弁漏れしましたが、その五つのチャー

トの中の５点については、ちょっと把握してございません。

○議長（山崎数彦君） 谷秀 さん。

○７番（谷秀 君） 今、財政課長からそれぞれ答弁いただいたわけです。

最初の公社等による不良債務の比率の関係なのですが、私が勉強している中では、公社等で

不良債務が１０％超えたらちょっと問題だよということは指摘しております。この点につい

て、やはり１０％を超えれば、本当に公社としては重要な段階に来ているということを認識し

ていただければと思っております。

それから次に、要するに市長が兼務している公社、市民の会社。これは、私はどういう見解

を答弁するかなということでお尋ねしたわけですけれども、ただ、この辺、自治法上問題ない

のかどうか。要するに公社の代表取締役が市長で、そしてさらに市がこういう補助金を出すと

いうことについては、自治法上全然問題ないものかどうか、改めてこの辺お聞きしたいと思い

ます。
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それから、要するに金融機関からの融資を受けるべきであったのではないかということです

けれども、このことについては、返済できる能力もないような答弁でございました。

そうすると、返済できる能力のない公社に、補助金だったら返さなくていいから入れるのだ

と、こんな理屈にもなるわけでございます。そうすると、今後、公社の運営、経営に当たって

は非常に、何となく、返済できる能力ないからどんどん補助金で対応していくのかなと、言い

かえれば、そのように聞こえてもくるわけです。そして、まだ議決はしていないけれども、２

４年度でも１,０００万円の補助金を予定しております。

こんなことを考えるのであれば、やはりどこが問題なのかということが、本当にメスを入れ

ているのかどうかということが疑念視されるわけですが、こういう問題を真剣に、それこそ考

えたことがあるのかどうか。

これはひどいと思うのですよ、やはり。２３年度で、今まだ議決していないけれども、２,

０００万円プラスでしょう。そして来年度１,０００万円の要請でしょう。そういうことで私

は申し上げておりますので、やはりもう少し公社の経営については、本当に抜本的にやらなけ

れば、せっかくのいいお湯も市民が利用できなくなると。市内外のチロルの湯を愛している人

たちが利用できなくなる、こういうことにもなりかねない。ですから、このことを一に考え

て、もう少し抜本的に経営改革をやるべきと私は考えますが、その辺は、やはり市長の考え方

を、見解をしっかり聞いておきたいと私は思います。

次に、先ほど第三セクター等の改革推進債の関係なのですが、実は、これは地方公社の整理

と、再生のためというふうになっているのですね。再生のため。

それで、最後に私が言った５項目、五つの手段の提示されています。これ関係しているので

すよ、後ろのほうに全部、正直申し上げますと。

それで、抜本的改革等に関する指針を示しておりますよということを私、先ほど質疑しまし

たが、その特徴として、大きなくくりとして、第三セクターというのは、設立のときには意義

や必要性があったのだけれども、ずっと経営していったら、だんだんだんだん事業そのもの

が、もちろん先ほど土地公社とかいろいろなことを言っておりました。

すべての公社が意義や必要性があったけれども、事業そのものがだんだんだんだん意義や必

要性が衰えてきたというか、ちょっと表現の仕方悪いかもしれないけれども、だんだんだんだ

ん下降してきていると。だから、そういうことを踏まえて検討すべきであるという大きなこと

を点として言っているのですね、抜本的改革を行う手順として。ここのところをメスを入れな

いとだめですよと言っているのですよ。

正直言うと、改革推進債の利用に当たって、かなりページ数出ております。それには、先ほ

ど財政課長が事業手法区分別特性というチャートの五つの手段です。これには、これらを全部

含めて、こういう五つの手段がありますから、このこともしっかりと踏まえて経営に当たりな

さいというふうな指針を示しているのですよ。

そういうことで恐らく、正直言って、第三セクター等改革推進債という時限立法は、先ほど

ちらっと財政課長言っていましたけれども、これをもう少し私は研究して、そして総務省に照

会をしてみる必要があるのではないかと思うのですが、総務省に照会しないでの答弁かと私は

受けとめているのです。

だから総務省にもう一度しっかり照会して、そして、きちっとした、だめならだめ、この起

債が使えるのか、使えないのか、そこら辺のきちっとした根拠を示していない答弁ではないか

というふうに私はとっているのです。もう一度総務省に、第三セクター等改革推進債、整理と

再生のためとなっているけれども、再生ということですから、うちらのような公社がこれだけ
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の大赤字抱えているわけですから、そして、返済のできる余裕もないということですから、も

う少し推進債を総務省と協議すべきではないかというふうに考えるのですが、これでだめだっ

たらうちの公社、にっちもさっちも最終的にいけなくて、いつまで補助金でもたせるのかと。

そうすると、補助金でいつまでもたせるのかとなっていけば、これは大きな問題として今後

尾を引くと思うのです。そういうことを考えて、もう少しこの辺も考慮しながら研究したほう

がいいのではないかと考えますけれども、いかがですか。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 今、谷議員さんの中で、不良債務比率１０％ということで御指導

され、大変ありがとうございます。

それで、公社の社長に市長がなるということについては、地方自治法上、特に問題がないと

いうふうにとらえております。

それと、補助金でどこまでやっていくと、問題があるのではないかと。やはり抜本的な経営

改善を図るべきだということについては、そのとおりでございますし、市もこのまま補助金を

ずっと投入するという考えは持ってございません。やはりいずれかの時点で、そこを見きわめ

ながら、谷議員さんがおっしゃる抜本的改革案をつくりながら整理しなければならないという

ふうに考えております。

それと、谷議員さんのお言葉では、第三セクター等推進債と、抜本的改革の五つの指針につ

いては、これは、財政としては、推進債と指針というのは切り離して考えております。

というのは、第三セクターの改革推進債というのは、起債の制度としてできているものです

から、詳しく対象となる経費等が示されております。一番初めにお話ししたとおり、地方公共

団体が損失補償をしている法人の法的整理、破産、民事再生。当然、破産法、民事再生法を踏

まえた、こういう法的整理等に要する、損失補償に要する経費について推進債を該当しますと

いうことなものですから、ここで言う民事再生というようなことなものですから、経営の赤字

ということに対するものではないということでございますし、谷議員さんが言っている五つの

指針というのは、同時に総務省のほうから示されております一般的な第三セクター等の運営に

対する指針を言っているということで、最初にお話ししましたが、この第三セクターと、改革

推進債とこの指針というのは直接的には結びつかないものと考えております。

なお、総務省にも確認したお話でなくて、起債の手引書に書いているものからのお話である

ものですから、御意見あったように総務省にも確認をしてみたいというふうに考えておりま

す。

○議長（山崎数彦君） 谷秀 さん。

○７番（谷秀 君） それで、経営の改革に当たっては、第三機関を立ち上げてはどうかと私

は考えているのですよ、公社の経営の問題について。やはりこれは立ち上げないと、今後、私

は大変なことになるだろうという見通しをしております。

そういうことで、抜本対策として、第三機関を立ち上げて、経営、運営について協議するこ

とがないかどうか、これをまず伺っておきたいと。

それから次に、市長の兼務のことで私は自治法上問題ないのかと言ったのは、実は、最初の

質疑の中で、広島高裁の判決の話をしましたね。要するに市長の判断に一定の裁量権があるけ

れども、自治法の趣旨が恣意的なというのは言っていますね、私。恣意的なというのは、勝手

気ままな考えというふうに解釈できると思うのですが、もし恣意的な考えで補助金をやるとし

たら、やはり問題になってくるのではないかというふうに私は思うのです。ということは、補

助金を入れる頻度、経営の全体像からいって、補助金を入れる頻度の問題、これがやはり私は
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問題になってくるのではないかというふうに、恣意的にということでお話ししているのです。

だからこの辺をもう一度、断言した発言でなく、もう少し弾力性を持った答弁のほうがいい

のではないかというふうに私は思っております。

それから次に、例の推進債の関係なのですが、これについては、私、３点目に言いました金

融機関より融資を受けて債務保証してもらったほうがいいのではないのかという話しましたよ

ね。だから私は、今もう末期的な状況になっているのはわかっていると思うのです。だからあ

えて金融機関からお金を借りて市が債務保証すれば、こちらの推進債に行き着けるのではない

かと、こういう思いもあって実は言っているのです。

それで、債務保証を市がすることによって、補助金と違いますから、やはり説得力も逆にあ

るかと思うのです。補助金だったら行き放しです。だけれども、債務保証した場合、やはり返

さなければいけないというものが働いて、やはり経営にも力が入るのではないかと、そういう

思いを持っているから私は言うのであります。もらい放しのお金だったら経営努力が損なう

と。損なわせないために債務保証した方が真剣に経営に当たるのではないかということなので

す。それで一生懸命やってどうにもならなければ起債起こせばいいではないですか、２５年度

までですけれども、そういうことなのです。

そういう知恵を働かせながら、何とかして公社を再建すると、そういう考えで私は、一般的

に経営者だったら、そっちのほうに持っていくと私は思いますけれども、補助金をもらって、

それこそ毎年毎年こうやっていったら市民感情も許さなくなってくると思います。

そういった意味では、やはり経営に当たっては本当に、今年度、２４年度である程度のめど

をつけないと、私は大変な結果になるだろうというふうに見込んでおりますが、その辺も市長

の、リーダーとしての見解をしっかり聞いておきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） いろいろ先ほど来質問いただきました。

このチロルの湯、歌志内振興公社の経営に当たっての厳しい状況ということについては、十

分理解をしているつもりでございますし、そういった中での改善策等についても、庁内でも検

討をさせている経緯もございます。

いろいろこれまでの、こういった形で振興公社がこの施設を運営しているということにつき

ましては、これまでの経緯等を含めて、皆さんも御承知のとおりかと思いますけれども、何と

かその中でいろいろな支援を受けながら、あるいは改善、見直し等含めて、安定的な経営に向

けて進めてきたということでございますけれども、結果として今こういう状況になっておりま

す。

当初、これらの振興公社での運営については、皆様にもお話いたしましたけれども、一つの

区切りとして、５年間という形の中で進めてきた経緯がございます。そういった中で何とか独

自で採算の合うような事業を進めたいという、いろいろな計画を持って進めてきましたけれど

も、確かに現在いろいろな条件が重なっております。経済的な情勢だとか、そういったことも

あろうかと思いますけれども、やはり今いろいろ各議員さんからも言われているように、抜本

的な改革が必要だということについては、十分認識をしているつもりでございますし、また、

そういうことを、抜本的な改善に向けて取り組んでいくという考えを持っております。

当初、一区切りとして５年間ということで、この３月で５年を迎えるわけでございますけれ

ども、この経過を踏まえながら２４年度の早い時期に、今後の経営含めた中での、改善も含め

て進めていきたいと思っております。

その中で、今いろいろ指摘のありました債務保証の問題、あるいは三セクへの起債の問題、
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また、北海道あるいは国におけるいろいろな制度の問題、これらを含め、また、さらには市民

の皆さんの意見を聞きながら、この事業について進めてまいりたいと思っております。

最初立ち上げるときに申し上げました、５年間の一区切りということでございますので、そ

ういった意味で、２４年度の早い時期に、２５年度以降の振興公社の経営、あるいはチロルの

湯の経営含めて、いろいろな面から抜本的な改善に向けて取り組んでいきたいと、このように

思っております。

○７番（谷秀 君） 第三機関の立ち上げの点だけ、ちょっと。

○議長（山崎数彦君） 泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） 第三機関の設置ということもありました。個々に項目いろいろ出され

ておりますので、そういったものについても十分研究をしながら進めていきたいと、このよう

に思っています。

○議長（山崎数彦君） ほかに質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 歳出のほうから質疑いたします。

１５ページ、節の２５の積立金、先ほどの説明ですと、決算見込みでこのぐらい残るという

ことで、それを財調と、今回可決される予定の過疎地域自立促進特別事業の基金に積み立てる

ということですけれども、財調、１億円が入ると、これで積立額は幾らになるのか。

それと、財調に積む前に、ほかに利用するという案、そういう創設は考えられなかったのか

と。でなければ、例えば予備費ないしは繰越金として残しておかなければ、一たん財調に入っ

てしまうと、取り崩しにいろいろな制約が出てくると思うのですけれども、その辺の検討はな

されたのかどうか。

それと、過疎地域のほうに、先ほどの説明の中では、代替バスの輸送の補償その他にという

ふうなことでしたけれども、これはどの程度積み立てる予定をされているのか、お伺いいたし

ます。

それと、１７ページのその他委託料の説明の中で、除雪費委託料、駐車場の委託が皆無で２

０万２,０００万円の減額補正と。ことしの降雪量を考えると、この除雪に関して減額できる

のかどうか、その辺の詳しい説明、どこの駐車場で減額になったのか、その辺をお尋ねいたし

ます。

それと、２３ページの節７の賃金ですけれども、その説明の時点で、代替の保健師が確保で

きなかったということですけれども、介護保険の事業を行うのに代替の保健師がいなくても、

現在、支障がないのか、その辺をお尋ねいたします。

それと同じことなのですけれども、２６ページの節７の賃金のときにも同じ説明がされまし

た。これの保健師確保されないことに問題はないのか、お尋ねをいたします。

それと、３０ページの節１３委託料の除雪の委託料１,３５０万円ですけれども、これは、

通常、市道その他の機械による除雪のみの計上なのか、その他、下の工事請負費の中に１０万

８,０００円とかというのが出ていて、先ほど氷割り云々とかという話もありましたけれど

も、これはどの程度賄える補正なのか、お尋ねをいたします。

以上、お願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 補正のことで、１点目の積立金については私のほうからというこ

とで、介護保険関係等の代替保健師の支障の件については保健福祉課長ということで、それと

除雪委託料１,３５０万円の件については建設課長のほうから御答弁申し上げます。
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まず、１点目の１億円の財調への積み立てということで、この積み立てした場合、財調の総

額は９億７,０００万円になるということでございます。

それで、積む前に予備費だとか繰越金だとか、そういうような費目のほうに余裕をつけたほ

うがということなのですが、予備費自体も今回の補正で４,８５３万３,０００円を増額補正を

しまして、６,７００万円ほどになる予定でございます。そのほか、毎年のことなのですが、

各費目の中で、支出の中で不用額が５,０００万円、６,０００万円というような金額が出てま

いりますので、それらが結局は繰越金ということでなっていく予定でございます。

２番目の過疎地域自立促進の基金についての積み立てはどの程度までということでございま

すが、今回、とりあえず代替輸送の経費として充当をするということを考えておりまして、今

回、６,４６０万円の積み立てをして、来年におきましては７００万円ちょっとの積み立てを

した中で、代替輸送に係る経費も８年から９年ぐらい、この積立金で賄っていきたいというふ

うに考えております。

それ以外にも過疎計画に載っているソフト事業というのはまだまだございますけれども、こ

れにつきまして、毎年度毎年度ソフト事業の実施状況を見ながら、借りるか、借りないか決め

てまいりたいというのが現在の状況でございます。

それと、３番目の２０万２,０００円の除雪の経費の減ということなのですが、これは、本

町のホワイト歯科の裏の駐車場用地の除雪でございます。これにつきましては、経費節減のた

め、土木の機械をお願いして除雪をしていただいたということで、全額落とさせていただきま

した。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 荒岡保健福祉課長。

○保健福祉課長（荒岡宏明君） 代替保健師の部分でございますが、ここ数年ずっと私どもで

行っております出前講座とか各種事業に代替保健師さんを雇ってきております。それで、今年

度始まりましてから保健師さんが体調を崩されまして、結構長期の療養ということで、急遽来

ていただけなくなりました。

保健師という有資格なものですから、あちこち手配して代替の方を求めたのですが、人員の

採用には至らなかったということで、この穴のあいた部分については、私どもの担当の保健師

のやりくりでできる範囲で行ってまいりました。

ただ、今言いましたように、当初から予定している事業の部分で若干の穴があいたのは事実

でございます。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 除雪委託料でございますが、１,３５０万円、これは、通常の早

朝除雪を行う路線、また、河川の雪割りも含めて１,３５０万円を補正の御提案をしたところ

でございます。

工事請負費の氷割り等についてでございますが、市内の道路等で水たまりがあった場合に、

氷割りをするということで補正をさせていただいたところでございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 一つは、代替保健師、恐らく必要だったはずの出前講座が穴あいたと

いうことなのでしょうけれども、これに対して住民から、これやらないのかと、補足はしない

のかというような、そういう意見、要望はなかったのか、やらないで終わっていたのかをお尋

ねします。

それと、今の最終的な除雪費の補正なのですけれども、３月に入りまして屋根の雪も解けて
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きて、結構住宅の煙突の周りに雪が残っているということで、すが漏りが始まってきていま

す。すが漏りを対処するには煙突の周りの雪を落としてしまわなければならないと。

平屋ですと、結構近所の人たち、生きのいいおじさんたちが上がっておろすというのは例年

なのですけれども、だんだん高齢化していきますと、２階以上の屋根に上がって、そこの部分

を除雪というのが大変困難、危険が伴ってくると。

そういうために使える補正の予算は今回組んでいないのか、要望はたくさんあるのですけれ

ども、現在のところ、それは受益者で負担してくださいというようなことでやっているようで

すけれども、当然やっぱり怖くて上がれないですから、ぽたぽた落ちるのを何かで受けて、１

カ月ぐらい我慢するというような状況が続いています。その辺の補正に関してはどういう考え

なのかをお尋ねします。

○議長（山崎数彦君） 荒岡保健福祉課長。

○保健福祉課長（荒岡宏明君） 先ほど穴をあけたというのは、既に決まっていた部分につい

ては消化しております。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 住宅の屋根の雪おろしでございますけれども、煙突周りが今、３

月に入りますと日中は解けますけれども、夜になると凍って、それがすが漏り、雨漏りの原因

になるということでございますが、基本的に、入居されている方におろしていただくというこ

とが一つの条件でございますけれども、空き家等を抱えている部分もあるのではないかなと思

います。

例えば１棟４戸に２軒しか住んでいないというところとか、１棟４戸に３軒という住宅があ

ると思いますけれども、いない空戸の部分の負担というのは、当然行政のほうでしなければな

りませんので、その状況を見させていただいて対応していきたいなと思っておりまして、今回

の補正につきましては、住宅に係る除雪費については補正はしておりません。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 振興公社の２,０００万円の補正についてお伺いしたいと思います。

２,０００万円を補正する、補助金出すということなのですけれども、根本的に何で赤字な

のかということが多分大前提だと思うのです。さっき谷議員も言っていましたけれども、どう

いうふうな形で市から２,０００万円を出すと、１００％株主という立場からして、なぜ赤字

なのか、どういったことで赤字になっているのかというのをきっちり把握できているのか、

ちょっと聞きたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 今期の部分につきましては、やはり春先の震災の部分におけます４

月から６月までの動きが鈍かったということが１点。

それから、やはり老朽化に伴う修繕があったということ。それから、燃料費の高騰が激し

かったというようなことから、前期に比べ、それらの部分での収入、それから支出に、前期と

比べて大きな増減があったというふうに受けております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 数字上のことは、多分そういうふうな回答になってしまうのでしょうけ

れども、もっと踏み込んだところで、僕もかなりチロルの湯は使わせてもらっているのですけ

れども、そのときに思うのが、いろいろなほかの近隣の温泉施設も使わせてもらったりするの



─ 70 ─

ですけれども、比べたときに、従業員さんの対応が冷たかったりだとか、あと、支配人さんが

ここ何年かでころころかわったりだとかということも多分原因の一つだと思うのです。支配人

さんがかわることで、業務の方針がちょっと違ってきたりだとかということにも多分影響して

くるのだと思うのですけれども、そういったことでは、どういうふうに考えられていますか。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） チロルの湯に限らず、観光事業的な部分につきましては、やはりお

客様の利用によって成り立つというのが原点かなというふうに思っております。ですから、こ

れらに対応するべき、言うなればサービス、企画やイベントだけではなく、人としての部分、

今、議員からの御指摘のとおり、そこに勤めている方々、支配人をトップにして、従業員の接

遇、これらについて、やはりきちっとした形の中でお客様にサービスをしていかなければなら

ないというふうに思っています。

現場のほうには、それらについての状況をお客様からこちらのほうにも耳にすることがござ

いますので、その都度を御指摘をしていっているつもりではございますけれども、改めてそれ

らについて指示をしてまいりたいというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） お客さん第一で考えないと、当然だめな事業だと思います。

細かいことを言えば、この２,０００万円の助成の中に広告費だとかインターネットのホー

ムページでいろいろやったりだとかということさっき話されたのですけれども、細かいことを

言えば、ホームページ上のチロルの湯だよりが約１年間更新されていないだとか、こういった

ことの積み重ねもあると思うのですけれども、最後に、こういった改善をするのにアンケート

をとったりだとか、そういったことを考えて今後やっていくべきではないかと思うのですけれ

ども、どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 新年度に向けまして、食の部分を含めまして、いろいろな形での御

提案とかお声をいただいている部分もございます。今、議員からお話のありましたアンケー

ト、それから広告手法、これらにつきましても公社のほうで検討してまいりたいというふうに

思っております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１６号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。

１０分間休憩いたします。

午後 １時５９分 休憩

────────────────

午後 ２時０７分 再開
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○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

これより、議案第１７号平成２３年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１８号平成２３年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入ります。質疑はありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） １点だけお伺いいたします。

歳出の部分で、工事請負費のリフト整備でございますけれども、どこのリフトと、それから

どのような工事をやったのか、お伺いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 第１リフト及び第３リフト、第３リフトというのは西面になりま

す。こちらのほうの、正確に申し上げれば、ゴムライナーとか、滑車についている、ロープに

搬器がついているのですけれども、それらの滑車の摩耗とかしておりますので、そういうもの

の取りかえ、それから停止機器、リフトがロープ回ってきますので、最終的な乗り場のところ

に停止装置がございます。それらの部分での取りかえ、改修という形でございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１８号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１９号平成２３年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第２０号平成２３年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について質疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 歳入のほうで質疑いたします。

３００万円の減額補正なのですけれども、説明では、被保険者の減ということでしたけれど

も、当初予算の人数は何人で、何人分ぐらいの減額になって、また、その理由を把握していれ

ば教えていただきたいのです。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 被保険者の人数でございますが、当初予算では１,１０３人で、

それが１,０７７人で２６人の減となっております。減少の理由につきましては、転出ですと

か、亡くなられたとか、そういうことが要因ではないかというふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第２０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第２１号平成２３年度歌志内市病院事業会計補正予算（第２号）について質

疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第２１号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号は、原案のとおり可決されました。

議案第２２号から議案第２７号まで
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○議長（山崎数彦君） 日程第９ 議案第２２号より日程第１４ 議案第２７号まで一括議題

といたします。

この件について、一括提案理由の説明を求めます。

泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） －登壇－

議案第２２号から議案第２７号まで、提案いたしました平成２４年度歌志内市各会計歳入歳

出予算につきまして、会計別にその概要を御説明いたします。

１、予算の総額は、一般会計４０億３,０００万円、市営公共下水道特別会計４億３２０万

円、市営神威岳観光特別会計３,９１０万円、国民健康保険特別会計２億１,３５０万円、後期

高齢者医療特別会計１億３０万円、合計４７億８,６１０万円。病院事業会計６億８,５４３万

３,０００円、総計５４億７,１５３万３,０００円であります。

一般会計及び特別会計の合計は、前年度当初に比べ１億２,４１０万円、２.７％の増であり

ます。また、事業会計を含めた総計では、前年度当初に比べ１億５,１７４万１,０００円、

２.９％の増であります。

２、一般会計につきまして御説明いたします。

本年度の予算編成は、住民福祉の向上と住民生活の安全確保を念頭に、限られた財源の有効

活用を図るため、事務事業の優先順位を見きわめながら、安定的な財政基盤の確立を目指すこ

とを主眼といたしました。

住民福祉の向上につきましては、中学卒業までの子供医療費の無料化や生活習慣病発症前の

若い世代を対象とした健康診査事業などを新たに実施するほか、高齢者等生活支援事業などの

各種福祉サービスを継続して実施いたします。

住民生活の安全確保につきましては、橋りょう長寿命化計画の策定に着手するほか、消防ポ

ンプ自動車の更新や防災備蓄等の充実を図り、災害等の発生に備えてまいります。

また、定住化促進を図る事業として、東光団地に住宅を建設される方に対する建設費補助を

継続して実施することとあわせ、首都圏でのＰＲ活動などを新たに実施いたします。

投資的事業につきましては、歌神地区改良住宅建替事業、改良住宅屋根改修工事の実施、水

槽付消防ポンプ自動車、幼稚園バスの更新、防火水槽の新設及び教育施設の整備のほか、旧消

防庁舎の解体除却などを行います。

なお、職員給与及び特別職給与の抑制につきましては、削減率を緩和しつつ今後も継続して

実施いたします。

予算総額は４０億３,０００万円で、前年度当初に比べ１億１００万円、２.６％の増となり

ました。

以下、歳出につきましては、各会計予算資料１１ページ、第４表「一般会計歳出予算款別性

質別分析表」により、また歳入につきましては款別にそれぞれ御説明いたします。

（１）人件費は９億６,２９５万４,０００円で総額の２３.９％を占め、前年度当初より８

４７万円、０.９％の減であり、その主な要因は、平成２２年度決算統計に倣い、子ども（児

童）手当を扶助費に区分したこと等に伴う職員給７９０万８,０００円の減などであります。

主な内容は、議員報酬３,０４９万７,０００円、委員等報酬５,４６７万円、市長等特別職

給与２,６８４万２,０００円、職員給５億８,４１７万円、共済組合等納付金１億５,２２９万

３,０００円、退職手当組合納付金１億１５９万２,０００円であります。

（２）物件費は５億１,０５４万７,０００円で総額の１２.７％を占め、前年度当初より１,
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０４９万１,０００円、２.０％の減であり、その主な要因は、前年度に実施したエコバレー最

終処分場機能検査業務委託料８３０万６,０００円の皆減、同じく消防庁舎改修に伴う備品購

入費８３２万５,０００円の皆減、任意予防接種受診者数の減に伴う感染症対策健康診断委託

料３６０万４,０００円の減などであります。

一方、市道除雪委託料は、単価の見直しなどに伴い、１,２１４万６,０００円の増となって

おります。

主な内容は、賃金３,８０４万４,０００円、需用費１億１,９１４万６,００００円、役務費

３,９８１万円、委託料２億６,９３０万３,０００円であります。

（３）維持補修費は４,２５７万７,０００円で総額の１.０％を占めており、前年度当初よ

り２６４万４,０００円、６.６％の増であります。

その主な要因は、公営住宅に係る維持補修費２００万円の増によるものであります。

（４）扶助費は７億３,５９７万６,０００円で総額の１８.３％を占めており、前年度当初

より３７３万９,０００円、０.５％の減であります。

その主な要因は、障害者福祉サービス給付事業９０２万円の減などであります。

一方、子供の健康と子育て支援の充実を図るために新年度から実施する「中学卒業までの子

ども医療費無料化」に伴い、市単独医療費が５７６万円の増となっております。

主な内容は、障害者福祉サービス給付事業１億８,２２２万６,０００円、医療福祉助成事業

３,２２０万９,０００円、老人福祉施設措置費７,９２５万５,０００円、生活保護事業３億

４,３６７万４,０００円、児童扶養手当３,１１８万円、児童・子ども手当４,７２５万５,０

００円であります。

（５）補助費等は３億８,６９８万９,０００円で総額の９.６％を占め、前年度当初より３,

４９３万８,０００円、９.９％の増となっております。

その主な要因は、北海道後期高齢者医療広域連合負担金９２０万３,０００円の増、空知中

部広域連合負担金（介護）１,２３４万２,０００円の増、砂川地区保健衛生組合負担金（ごみ

処理）１,２３５万１,０００円の増、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金９８４万６,００

０円の増であります。

一方、市議会議員選挙に係る選挙運動公費負担金は５８９万３,０００円の皆減となってお

ります。

補助費等の内訳は、負担金等３億１０５万２,０００円、補助・交付金５,３６０万３,００

０円、その他（報償費等含む）３,２３３万４,０００円であります。

なお、明細につきましては各会計予算資料（１３ページ）第５表「各会計負担金補助及び交

付金調」に記載のとおりであります。

（６）普通建設事業費は２億３,６９２万１,０００円で総額の５.９％を占め、前年度当初

より９,９２９万１,０００円、７２.１％の増であります。

その主な要因は、水槽付消防ポンプ自動車整備事業５,４８１万８,０００円の増、改良住宅

屋根改修工事２,０２８万３,０００円の増、中央社宅２号線道路改良舗装工事２,３８３万１,

０００円の増などによるものであります。

補助事業は７,０７０万３,０００円で、主なものは、橋りょう点検委託（長寿命化計画）３

３０万円、改良住宅屋根改修工事１,９４８万８,０００円、歌神地区改良住宅建替事業２,１

８３万９,０００円、水槽付消防ポンプ自動車整備事業２,２４５万２,０００円、単独事業は

１億６,３４０万２,０００円で、主なものは、中央社宅２号線社宅道路改良舗装工事２,３８

３万１,０００円、旧消防本部の解体除却１,２０８万６,０００円、防火水槽新設８９１万９,
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０００円、水槽付消防ポンプ自動車整備事業３,２３６万６,０００円、消防救急デジタル無線

実施設計１,３３３万５,０００円、歌志内小学校教室等塗装５７７万５,０００円、幼稚園バ

ス整備事業８４０万３,０００円、受託事業は、分収造林事業の２８１万６,０００円でありま

す。

なお、明細につきましては各会計予算資料（２２ページ）第６表「各会計事業費調」に記載

のとおりであります。

（７）災害復旧事業費は１５万円で、応急対策費及び一般災害復旧費を計上しております。

（８）公債費は５億２,２７９万８,０００円で総額の１３.０％を占め、前年度当初より２,

９４２万円、５.３％の減であります。

内訳は、一般債元利償還金５億２,２６９万８,０００円、一時借入金利子１０万円でありま

す。

（９）積立金は１５６万８,０００円で、前年度当初より９万３,０００円、６.３％の増で

あります。

明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第７表「積立金調」に記載のとおりで

あります。

（１０）投資及び出資金は１,７７４万円で、前年度当初より３８万７,０００円の増であり

ます。

明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第８表「投資及び出資金調」に記載の

とおりであります。

（１１）貸付金は５,０６７万６,０００円で、前年度当初と同額となっております。

明細につきましては、各会計予算資料（２８ページ）第９表「貸付金調」に記載のとおりで

あります。

（１２）繰出金は５億４,７１１万１,０００円で総額の１３.６％を占め、前年度当初より

１,６３２万円、３.１％の増であり、その主な要因は、病院事業会計繰出金２,４９６万２,０

００円の増によるものであります。

一方、市営神威岳観光特別会計繰出金は３１０万円の減、市営公共下水道特別会計繰出金は

４９９万５,０００円の減となっております。

明細につきましては、各会計予算資料（２８ページ）第１０表「繰出金調」に記載のとおり

であります。

（１３）予備費は１,３９９万３,０００円を計上しております。

以上で、歳出の説明を終わりまして、次に歳入につきまして御説明いたします。

（１）自主財源である市税は２億２,７７３万円で総額の５.７％を占め、前年度当初より１

５５万円、０.７％の増であります。

主な内訳として、市民税は１億３５７万円で、前年度当初より２２万円、０.２％の減であ

ります。個人市民税が納税義務者数及び所得の減により、３６０万円の減となった一方、法人

市民税は、石炭関連会社の所得増に伴い、３３８万円の増となっております。

固定資産税は８,５２６万円で、前年度当初より１６６万円、１.９％の減であり、その主な

要因は、評価替えに伴い、土地、家屋合わせて３３１万円の減となったところによるものであ

ります。

一方、償却資産は１６９万円の増を見込んでおります。

軽自動車税は８４０万円で、前年度当初より２万円、０.２％の減でありあります。

市たばこ税は２,３００万円で、前年度当初より３８０万円、１９.８％の増であり、その主
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な要因は、前年度見込額を勘案した申告本数の増によるものであります。

（２）地方譲与税は２,１２０万円で、前年度当初より８０万円の減となっております。

２４年度地方財政計画を勘案し、地方揮発油譲与税６６０万円、自動車重量譲与税１,４６

０万円を計上いたしました。

（３）利子割交付金は７０万円で、前年度当初より１０万円の減となっており、前年度見込

額等を勘案して計上いたしました。

（４）配当割交付金は３０万円で、前年度当初より２０万円の増となっており、前年度見込

額等を勘案して計上いたしました。

（５）株式等譲渡所得割交付金は８万円で、前年度当初より１万円の減となっており、前年

度見込額等を勘案して計上いたしました。

（６）地方消費税交付金は４,０００万円で、前年度当初より２００万円の減となってお

り、前年度見込額等を勘案して計上いたしました。

（７）自動車取得税交付金は３２０万円で、前年度当初より８０万円の減となっており、前

年度見込額等を勘案して計上いたしました。

（８）地方特例交付金は７６万円で、前年度当初より６８４万円の減となっております。２

４年度地方財政計画等による児童手当及び子ども手当特例交付金の整理に伴い、減収補填特例

交付金のみ計上いたしました。

（９）地方交付税は２４億６,０００万円で総額の６１.０％を占め、前年度当初より６,０

００万円、２.５％の増であります。

内訳は、普通交付税が１９億円で、前年度当初より４,０００万円、２.２％の増、また、特

別交付税は５億６,０００万円で、前年度当初より２,０００万円、３.７％の増であります。

なお、普通交付税の積算に当たっては、基準財政需要額では、算入公債費の増減に伴う事業

費補正等及び測定単位を置きかえ算出し、その総額から臨時財政対策債への振りかえ分１億

２,１００万円を差し引いたほか、基準財政収入額では、市税や交付金等の収入見込みなどを

勘案し、予算を計上いたしました。

（１０）交通安全対策特別交付金は１,０００円で、科目設置のため計上いたしました。

（１１）分担金及び負担金は３,４７７万３,０００円で総額の０.９％を占め、前年度当初

より５５９万８,０００円、１３.９％の減であり、その主な要因は、負担人数の減等に伴う老

人福祉施設入所負担金４７３万９,０００円の減によるものであります。

内訳は、老人福祉費負担金３１９万９,０００円、老人福祉施設入所負担金２,８４３万円、

児童福祉費負担金３１４万４,０００円であります。

（１２）使用料及び手数料は３億７５１万１,０００円で総額の７.６％を占め、前年度当初

より４１４万３,０００円、１.３％の減であり、その主な要因は、入居世帯数の減等に伴う住

宅使用料３３５万３,０００円の減によるものであります。

主なものは、職員宿舎使用料１４２万５,０００円、誘致企業向け住宅使用料３２４万円、

住宅使用料２億１,６５６万円、駐車場使用料２６６万４,０００円、幼稚園保育料２１３万

円、戸籍・住民・証明等手数料２９０万５,０００円、ごみ処理手数料１,２９０万円、汚泥処

分手数料６,３６９万円であります。

（１３）国庫支出金は４億４,１３５万６,０００円で総額の１１.０％を占め、前年度当初

より３２９万７,０００円、０.７％の減であります。

その主な要因は、除雪機械整備事業費補助金１,３８０万円の皆減などであります。

一方、緊急消防援助隊設備整備費補助金（消防ポンプ自動車）は１,１２２万円の増となっ
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ております。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金９,１９０万５,０００円、生活保護費負

担金２億５,７６０万４,０００円、児童扶養手当負担金１,０３９万３,０００円、

補助金の主なものは、住宅地区改良事業費交付金２,５３９万８,０００円、社会資本整備総

合交付金６４０万円、緊急消防援助隊設備整備費補助金１,１２２万円。

委託金の主なものは、社会福祉費委託金１２４万９,０００円であります。

（１４）道支出金は１億４,４２８万７,０００円で、前年度当初より７３３万６,０００

円、４.８％の減であります。

その主な要因は、障害者自立支援給付費負担金２３５万９,０００円の減、生活保護費負担

金３００万６,０００円の減、北海道知事・道議会議員選挙費委託金４６０万円の皆減、緊急

雇用創出推進事業交付金６０９万８,０００円の減などであります。

一方、地域づくり総合交付金は８００万円の皆増となっております。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金４,５９５万２,０００円、生活保護費負

担金１,９０３万７,０００円、保険基盤安定等負担金２,５５１万３,０００円。

補助金の主なものは、地域づくり総合交付金８００万円、障害者自立支援対策推進費補助金

２９０万７,０００円、身障者福祉費補助金８６７万９,０００円、ひとり親家庭等補助金１９

６万４,０００円、児童福祉費補助金２１４万円、離職者の安心生活支援事業２１４万１,００

０円、保健事業費補助金２４６万円。

委託金の主なものは、徴税費委託金４８２万４,０００円、社会福祉費委託金１６６万１,０

００円、駐車公園清掃業務委託金２１４万２,０００円。

交付金の主なものは、緊急雇用創出推進事業５３７万８,０００円であります。

（１５）財産収入は１,７０４万７,０００円で、前年度当初より１４７万９,０００円、８.

０％の減であり、その主な要因は、土地貸付収入１１６万８,０００円の減であります。

主なものは、土地貸付収入９４０万円、建物貸付収入２０２万６,０００円、土地売払収入

５６０万円であります。

（１６）寄附金は１５万２,０００円で、主なものは、ふるさと応援寄附金１５万円であり

ます。

（１７）繰入金は２６９万３,０００円で、前年度当初より３５万６,０００円、１１.７％

の減で、ふるさと応援基金繰入金３２万円、敷金基金繰入金２３７万３,０００円でありま

す。

（１８）繰越金は１,０００円で、科目設置のため計上いたしました。

（１９）諸収入は１億４,２３０万９,０００円で総額の３.５％を占め、前年度当初より３

０万９,０００円、０.２％の増であります。

主なものは、貸付金元利収入５,１０１万１,０００円、うち中小企業振興保証融資（北門信

金）５,０００万円、介護サービス収入３,２２１万９,０００円、雑入３,８０８万５,０００

円、うち医療費附加給付金２３０万２,０００円、学校給食費保護者納入金１,２３６万円、中

空知広域水道企業団負担金７９０万９,０００円、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金７０

０万円、その他雑入１４５万４,０００円であります。

（２０）市債は１億８,５９０万円で総額の４.６％を占め、前年度当初より７,１７０万

円、６２.８％の増であります。

市債区分は、消防債、水槽付消防ポンプ自動車整備事業４,０９０万円、防火水槽整備事業

８９０万円、消防救急無線デジタル化事業１,２６０万円、総合行政情報ネットワーク整備事
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業２４０万円。教育債、給食センター設備整備事業２８０万円。臨時財政対策債、臨時財政対

策債１億１,８３０万円であります。

３、次に、市営公共下水道特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は４億３２０万円で、前年度当初に比べ１,４６０万円、３.５％の減で

あり、その主な要因は、公債費償還金の減によるものであります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は８７８万２,０００円、物件費は５万３,０００円、補助費等は３,１６８万９,００

０円であります。

普通建設事業費は１,６２０万５,０００円で、公共下水道事業（単独分）は１２５万５,０

００円、石狩川流域下水道中部処理区建設事業負担金として４９５万円を計上したほか、下水

道長寿命化計画策定等に係る委託料１,０００万円を計上いたしました。

公債費は３億４,６２８万２,０００円で、総額の８５.９％を占めており、予備費は１８万

９,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

使用料及び手数料は、下水道使用料８,３９０万１,０００円、国庫支出金は、下水道診断調

査等に係る社会資本整備総合交付金５００万円であります。

繰入金は、一般会計から２億３,９４９万７,０００円を繰り入れ、諸収入２,０００円を計

上しております。

市債は７,４８０万円で総額の１８.６％を占め、前年度当初に比べ１,２９０万円、１４.７

％の減であります。

内訳は、流域下水道事業債４７０万円、資本費平準化債７,０１０万円であります。

４、次に、市営神威岳観光特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は３,９１０万円で、前年度当初に比べ１,１００万円、２２.０％の減

でありますが、その主な要因は、前年度における圧雪車購入の減などによる普通建設事業費の

減であります。

歳出から性質別に御説明いたします。

物件費は２６７万４,０００円で、補助費等は５万円であります。

普通建設事業費は３,４５６万８,０００円で、前年度当初より１,０７５万２,０００円、２

３.７％の減であり、主な増減は、圧雪車購入３,１５０万円の減、リフト整備１,９７３万円

の増であります。

公債費は１７０万３,０００円で、前年度当初より７万９,０００円、４.９％の増となって

おり、予備費は１０万５,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

繰入金は、一般会計繰入金１,６１０万円で、前年度当初より３１０万円、１６.１％の減、

諸収入は、リフト整備などに伴う空知産炭地域振興助成金２,３００万円で、前年度当初より

２００万円、９.５％の増であります。

市債は、本年度の計上はなく、前年度当初より９９０万円の皆減であります。

５、次に、国民健康保険特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は２億１,３５０万円で、前年度当初に比べ４,０９０万円、２３.７％

の増であります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は７８８万８,０００円、物件費は４７万９,０００円であります。
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補助費等は２億４９０万９,０００円で総額の９６.０％を占めており、その主な内容は、医

療費、介護保険納付金等の空知中部広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費２２万３,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

国民健康保険税は７,１２６万円で総額の３３.４％を占めており、これは国民健康保険に要

する費用に充てるための医療給付費分５,２０７万２,０００円、後期高齢者医療制度の財源を

支援する後期高齢者支援金分１,４０５万６,０００円及び介護納付金の納付に要する費用に充

てるため、第２号被保険者の属する世帯に賦課する介護納付金分５１３万２,０００円であり

ます。

繰入金は４,２２５万７,０００円で総額の１９.８％を占めており、その内訳は、保険基盤

安定負担金分、財政安定化支援事業分及び広域連合共通経費分等であります。

繰越金は５,０００万円で、総額の２３.４％を占めており、前年度当初より４００万円、

７.４％の減であります。

諸収入は４,９９８万３,０００円、前年度当初より４,９９８万円の増で、財政調整分の増

によるものです。

６、次に、後期高齢者医療特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は１億３０万円で、前年度当初に比べ７８０万円、８.４％の増であり

ます。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は７４４万８,０００円、物件費は５７万円であります。

補助費等は９,２１６万３,０００円で総額の９１.９％を占めており、その主な内容は、保

険料、人件費等の北海道後期高齢者医療広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１１万８,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

広域連合が決定する保険料を７５歳以上の被保険者から徴収する後期高齢者医療保険料は

６,９８３万８,０００円で総額の６９.６％を占めております。

繰入金は３,０３４万６,０００円で総額の３０.３％を占めており、その内訳は、保険基盤

安定負担金分、広域連合共通経費分等であります。

諸収入は１１万６,０００円を計上しております。

７、次に、病院事業会計につきまして御説明いたします。

初めに予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

本年度の年間患者数は３万７,２９９人で、内訳は入院患者数が２万１,１７１人、外来患者

数が１万６,１２８人であります。

次に、予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は５億６,９４９万８,０００円、支出予定額は６億１,７６７万７,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では、医業収益が４億１,７２９万６,０００円、医業外

収益１億５,２２０万２,０００円であります。

一方、支出では、医業費用が６億６５４万円、医業外費用１,０９３万７,０００円、特別損

失１０万円、予備費１０万円を計上いたしました。

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は６,７７５万６,０００円で、その内訳は、出資金６,４０８万８,０００円、他

会計繰入金３６６万８,０００円であります。
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支出予定額は収入予定額と同額の６,７７５万６,０００円で、その内訳は、建設改良費３６

６万８,０００円、企業債償還金６,４０８万８,０００円であります。

次に、貸借対照表につきまして御説明いたします。

本年度末（平成２５年３月３１日）における資産の総額は８億６,００８万４,０００円であ

り、負債は２,２４６万３,０００円、資本は８億３,７６２万１,０００円で、負債資本の合計

は８億６,００８万４,０００円であります。

資金計画につきましては、受入資金の総額が８億８,７５０万３,０００円、支払資金の総額

が７億４,７４４万９,０００円であり、差し引き１億４,００５万４,０００円を翌年度に繰り

越す予定であります。

以上の結果、本年度は当初予算から５,０２８万３,０００円の純損失が予定され、平成２３

年度末における累積欠損金が８億６,７７８万８,０００円見込まれますので、平成２４年度末

における累積欠損金は９億１,８０７万１,０００円になる予定であり、本年度における病院事

業の経営は一層厳しいものとなります。

以上、平成２４年度における各会計の歳入・歳出の概要を申し上げましたが、御提案いたし

ました予算案につきまして、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（山崎数彦君） これより、議案第２２号より議案第２７号まで一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 市長の見解を伺いたいので、３点質疑をいたします。

３ページの子育て支援の充実を図るということで、市単独医療費が５７６万円の増になって

おります。

それで、７ページ、幼稚園保育料２１３万円、それから９ページの学校給食費保護者納入金

１,２３６万円、この単独事業で医療費がふえる、これは歓迎するのですけれども、納入金そ

の他、どうしても歳入に予算しなければならないものなのかどうか、それをお尋ねしたいと思

います。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩します。

午後 ２時５３分 休憩

────────────────

午後 ２時５５分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） 質問の要旨は、医療費を無料化したということで、そのほかの、例え

ば幼稚園保育料あるいは学校給食費、これは歳入を見込んでいると、見込まないとならないの

かということなのですけれども、２４年度については、幼稚園保育料、学校給食費については

歳入として見込んで予算を編成したということでございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 予算は、これを配付していただいたときから、なるほどこのぐらいは

かかるのだなというふうに私も理解しているのですけれども、せっかく子育て支援の充実を図

るということで、空知管内というか、この辺の区域では先進的に、中学卒業の子まで医療費無

料ということを打ち上げたのですから、せっかくですから幼稚園の保育料、無料とはいかない

にしても軽減、それから学校給食費の保護者納入金、２３年度で一応値上げ分の保留が打ちき

りになりますけれども、この納入金も軽減というふうな考えはお持ちになりませんか。
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○議長（山崎数彦君） 泉谷市長。

○市長（泉谷和美君） 子育て支援事業含めて、住民サービスの関係については、それぞれ毎

年度予算編成時点でいろいろ協議をしながらやってきております。今回、医療費の中学３年生

までの無料化、これを実行したいと思っております。

それから、給食費の関係については、２１年から値上げ分を市で負担していくと、３年の経

過措置ということで進めておりましたけれども、これはさらに延長するという形の中で、給食

費については支援をしていきたい。幼稚園保育料については、現状のまま進めていきたいと、

こういうことで予算を編成いたしました。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

議案第２２号より議案第２７号までについては、会議規則により条例予算等審査特別委員会

に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号より議案第２７号までは、条例予算等審査特別委員会に付託する

ことに決しました。

散 会 宣 告

以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

御苦労さまでした。

（午後 ２時５８分 散会）
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